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介護人材確保の推進に関する論点整理（案） 【概要版】 

• 介護職員（介護人材）の離職率は低下傾向にある。ただし、事業所のばらつきが大きい。 
  有効求人倍率の現状等を踏まえれば、今後高齢化が急速に進み介護サービス需要の増加が見込まれる都市部で人材確保が難しい状況。 
• 介護人材確保を推進するため、これまでに「参入促進」と「定着促進」の観点からさまざまな取組が推進されてきた。これらの取組に

ついては、さらに効果を高めるための視点を持って推進し続けることが必要である。 
• さらに、今後労働力人口が減少が進むこと等を考慮すれば、「参入促進」や「定着促進」の観点からの取組だけでなく、「介護人材に

対する需要の低減」と「生産性の向上・イノベーションの創出」の観点に立った取組の推進も必要。 
• その際、事業者の意識改革や自主的な取組が必要であり、それらを行政が支援することが求められる。 

１．介護人材に係る現状と今後の対応の方向性 

事業所別離職率の分布 

介護人材の確保における当面の見通し 

1 
出典：（財）介護労働安定センター「介護労働実態調査」  
（注１) 離職（入職）率＝１年間の離職（入職）者数÷労働者数 
（注２）ここで介護職員とは「訪問介護員」及び「施設介護職員等」の２職種全体を指す 
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①参入の促進 
 これまでの取組を、さらに以下のような視点を加えて推進 
（イメージアップの推進） 

• 新卒学生、他産業から移る男性、主婦層など対象に合わせたきめ
細かなメッセージの発信 

• 小中学校段階からのアプローチ 
（一般学生への働きかけなど採用戦略の充実） 

• 介護福祉分野の養成施設等以外の学生への働きかけ 
• 入職時に感じる不安を払しょくする仕組みづくり 

（すそのを広げる） 
• インフォーマル支援等で介護に関与し、いずれは介護職として従
事する可能性がある人材の層の拡大 

• 主婦等が介護現場で就労できるよう、柔軟な待遇・処遇の設計な
どを含む多様な働き方の推進 

②定着の促進 
 これまでの取組を、さらに以下のような視点を加えて推進 
（事業者の意識改革と自主的な取組の推進） 

• 特に中小規模の事業所に向けた、マネジメントに関する
情報の提供と意識づけ 

（事業所の連携強化） 
• 複数の事業所が共同で採用等を行うユニットの形成促進
などの経営の効率化の推進 

（専門性の高い人材の確保） 
• 専門性の高い人材が質の高いサービスを提供し良い処遇
を得るというキャリアパスの確保 

• キャリア段位制度の活用 

③介護人材に対する需要の低減と生産性向上・イノベーションの創出 
 上記の「参入の促進」や「定着の促進」等に加えてサービス量にも着目して以下のような視点に立った取組を推進 
（介護人材に対する需要の低減） 

• 高齢者によるセルフケアの推進と、専門的なサービスの前提としての生活支援・福祉サービス等の整備・活用促進 
（生産性向上・イノベーションの創出） 

• 品質の良い経営を認証・見える化をする仕組みの検討 
• 介護の質を担保しつつ収益性を確保できる効率性の良いビジネスモデルの検討と提示 
• 事業所単位の人員配置基準の見直しや極めて離職率が高い事業所等のマイナス評価の検討等による、経営効率化に向けたインセン
ティブが働きやすい仕組みの検討 

 有効求人倍率など介護人材を巡る状況は地域差が大きいこと、近隣で就職する傾向が強いなど介護労働市場が地域密着型であることなどから、
国が大きな方向性を示しつつ都道府県が主導して考え、以下のような取組の推進が必要 
• 地域の実情を反映する仕組みづくり（都道府県による需給推計の実施、都道府県レベルの関係団体等が参画する協議会の設置等）と、

個々の事業所を超えた連携の促進 
• 労働市場における介護人材のマッチング精度の向上（対象者に応じた細やかな情報発信等） 

２．今後の取組を強化するために必要な視点 

３．都道府県による広域的・総合的な支援 
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介護人材確保の推進に関する論点整理（案） 【詳細版】 

 

平成 25年 8月 30日 

 

 

※この資料は第 1回検討委員会での意見交換の結果を踏まえ、介護人材確保を推進していくうえでの

論点を幅広く整理したものである。 
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１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

（１）現状認識 
（介護人材の確保と定着） 

○ 介護保険制度の経緯をみると、当初は人材獲得に主眼が置かれていたが、2005年の介護報

酬改訂の時点から介護人材の質が問われるようになってきた。現在は一周して、質を向上さ

せることで経営を安定化させ、そうして人材を確保しようという流れだと捉えられる。 

○ かつては、景気が良くなると、より処遇の良い職種、やりがいのある職種に流れがちであ

ったが、近年では介護職内にとどまる傾向も出てきている。サービス業の中で比較すると介

護職の離職率は低く、また、年齢別・在職年数別にみれば理美容師や調理師より給料も良い

という状況にある。 

○ 介護分野は非正職員が大半を占める上、そうした人たちが生活のスタイルに応じて一定期

間労働市場から離れてから復職することが多い。こうした介護分野の労働市場の特徴を踏ま

えた上で、離職率だけでなく「復帰率」とでも言うような視点も持って人材確保の取組を考

えていくことが必要である。 

○ 介護職の離職率は他産業と比べて決して高くはなく、事業者の過半数が離職率 10％未満で

あるという事実である。多くの事業者で人材不足である理由は「採用できない」ことにあり、

この先は採用戦略が重要である。 

○ 全体的な離職率が改善してきている一方で、依然として高離職率の事業所もある。 

 

（地域による違い） 

  ○ 介護人材を巡る状況については地域差が大きく、日本全体を一緒にはできない。有

効求人倍率について職業計の倍率は全体平均を下回るが介護関係職種では介護平均

を上回っている地域（千葉県、神奈川県、静岡県など）では介護への人材の移動を促

進する取組が必要と解釈できる。 

○ 介護労働市場の地域差として都市／地方という切り口もある。介護はサービスゆえ「同時

性」という特徴があるため過疎地にも事業所がある。他に勤める選択肢のある都市部では事

業所を競争環境におくことも経営改善には有効だろうが、地方ではそもそも選択するだけの

事業所数がなかったりあるいは勤務環境より通勤の近さを優先したりする状況があることに

配慮が必要である。 

○ 他にサービス業や製造業といった選択肢のない地域においては、介護が地域の労働力を吸

収する産業として成立しているという視点も必要である。 

 

（２）今後の対応の方向性 
○ 基本的に、マクロの人材確保の方策は、①ケアワーカーに対する需要の低減（介護予防や

インフォーマルケアの推進、多職種間の役割分担）、②新たな採用プールの開拓（介護福祉系

以外の出身の大卒者、外国人人材など）、③人材の定着促進、④生産性向上・イノベーション

の創出（規制緩和や事務の簡素化、専門職の代替、ワークプロセスの改善など）に整理でき

る。 
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○ 上記のうち①は別で検討するとして、③については個々の事業所における人材確保の定着

のための取組はこれまでにもさまざまな推進がなされてきた。こうした人材定着をさらに伸

ばすためには、個々の事業所の取組を超えたモデルを検討し、推進していくことが必要であ

る。その上で、今後は②、④の取組も必要だと考えられる。 

 

 

２ 今後の取組を強化するために必要な視点 

（１）参入の促進 
（イメージアップの推進） 

○ 新卒人材を取り込むためには、「介護職は給料が安くて大変」という保護者、教員のイメー

ジをどう払拭するかが課題である。 

○ 介護職のイメージアップの取組ももっと細やかに実施すべきで、ターゲット（例えば、他

産業から移ってくる男性、新卒学生、主婦層、など）によってメッセージを変えて発信して

いくことが必要である。 

○ 例えば広島県の取組ではターゲットを本人ではなく保護者、教員に定め、実状への理解や

イメージアップを図っている。 

○ 介護分野を持続性のある産業として成長させていくためには、将来を見据えて小中学校段

階からアプローチすることも有効であり、産業界だけでなく教育界も含めた議論も必要であ

る。 

○ イメージアップも大事だが、決して美しいものではない介護の実態もきちんと提示し、覚

悟と決断を持って介護に向き合ってくれる人材を育てていく視点が大切だ。 

 

（一般の学生への働きかけなど採用戦略の充実） 

○ 多くの事業者で人材不足である理由は「採用できない」ことにあり、この先は採用戦略が

重要になる。採用を増やすために、これからは新たな採用プールを開拓するという視点も必

要である。 

○ 例えば、当法人で新規採用者に就職理由を尋ねると、ホームページ等でチューター制度を

知り「ここなら育ててもらえるだろう」という安心感を持ったと言う。介護職を志す人は総

じて意識の高い人が多いので、働くにあたって感じる不安を払拭する仕組みがあり、それを

発信するだけでも人材の獲得が容易になる。 

○ 福祉系出身の学生をいかに取りこぼさず労働市場に誘導するかという視点だけでなく、他

分野の学生にも介護分野を職業として認識してもらい働こうと思ってもらうことが重要であ

る。 

 

（すそのを広げる） 

○ 増大するケアのニーズをどう支えるかが根本的な課題であるから、インフォーマルなケア

も含めて多主体でのケア体制をどう構築するか（多主体、多職種の役割分担の在り方）とい

う視点も必要である。 

○ 現在の介護職の働き方を踏まえ、非正規雇用などの活用や復職支援を前提に設計していく
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ことが必要である。 

○ 介護の現場は例えば「家庭の主婦が 1日 3 時間、週 3日」という働き方ができる環境であ

り、労働に見合う待遇の設計が可能という特長がある。人材が不足している以上、役割分担

と併せて柔軟な働き方を設計すべきである。 

 

（２）定着の促進 
（事業所の意識改革と自主的な取組の推進） 

○ 個々の事業所レベルでは、定着促進策を講じて定着を図る取組みは既に多く行われており、

法人の理念・ケア方針の浸透と学習できる組織づくり、すなわちトップやミドルマネジメン

トの役割が重要というのは見えている。 

○ 介護事業所は開業しやすいがゆえに、中小零細事業者が多い状況であり、いわゆる介護労

働の問題は実際には中小零細事業者の問題と捉えることができる。 

○ 多くの事業所が魅力ある職場づくりの必要性、組織マネジメントの重要性をまだ感じてい

ないことが問題である。特に、中小規模の事業所にマネジメントの知識は普及しておらず、

管理者が限られた情報源に基づいて日々の運営をしているのが実状である。もう少し外部の

情報につなげ、外に意識を向けさせるための手助けが必要である。 

○ 広島県では、事業所が就業環境について自己点検できるようチェックリストの作成に取り

組んでいる。 

 

（事業所の連携強化の推進） 

○ 個々の事業所における人材確保の定着のための取組はこれまでにもさまざまな推進がなさ

れてきた。こうした人材定着をさらに伸ばすためには、個々の事業所の取組を超えたモデル

を検討し、推進していくことが必要である。 

○ 広島県では、複数の小規模事業所をまとめてユニット化する取組みを進めており、将来的

にはユニット内でサービスの質の平準化や人材確保を図っていけるようにしたいと考えてい

る。 

○ ユニット化の取組みは重要だと思う。小規模事業所が集まってシステムを共有したり運営

を一体化させたりすることで、効率性の高い経営が実現するだろう。 

○ ただし、広島県では無医地区も多く、ユニットを組成しようにも事業者が少なく組みよう

がない地域もある。こういう地域では事業所の連携強化と言っても現実には難しいことに留

意が必要である。 

 

（専門性の高い人材の確保） 

○ 介護現場での業務内容は、日々の生活援助から高度な専門性を要するものまで幅広であり

分担が必須。例えばケアプランの作成などは、ある程度しっかりした教育を要するものであ

り、高卒の新卒者には荷が重い業務になりつつあると思う。 

○ 介護職の専門性が上がっていくにつれ、高校の課程で介護福祉士を取得するのは厳しい状

況になってきている。介護福祉士取得までのプロセスをもう少し区切り、例えば高校の専門

科でも何かしら専門性を習得できるような道筋を整備できれば、新卒者をスムーズに誘導で

きるだろう。 
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○ かつて、看護師不足が大きな問題となった際、高学歴化で専門性を高めるという方針に従

い、都道府県は人材確保計画を策定し養成校を設置して教育を推進してきた。このような動

き、つまり人材確保を進める中で、専門性の高い人材が質の高いサービスを提供でき処遇も

良いというキャリアパスも確保しておくことが必要である。 

○ 医療・介護に係る様々な専門職が現在ばらばらに専門認定されており横串を刺す共通のプ

ラットフォームがない。産業界と教育界が一緒になって、セクター全体の資格構成を継続的

に発展させる方法を考えることも必要である。 

 

（３）介護人材に対する需要の低減と生産性向上・イノベーションの創出 
（介護人材に対する需要の低減） 

○ 公財政支出≒人件費であるから、これを抑制するための観点も念頭に置くことが必要であ

る。 

○ 増大するケアのニーズをどう支えるかが根本的な課題であるから、インフォーマルなケア

も含めて多主体でのケア体制をどう構築するか（多主体、多職種の役割分担の在り方）とい

う視点も必要である。 

○ これからの介護の仕事は看取りという重い状況に向き合う可能性も高く、高度な医療・看

護というよりは生活支援であり、人間性が問われる。今後必要とされる 100 万人の介護職全

員に高度な専門性が必要かというとそうではないだろうから、役割分担を前提として、高度

な専門性とは別に介護職に必要なスキルや資質をどう身に付けてもらうかを考えることが必

要である。 

 

（生産性向上・イノベーションの創出） 

○ 介護保険にはサービスに差をつける発想がなく価格が同じであるという点が最大の問題。

コストをかけても高い質のサービスを提供しても評価されない現実があり、事業者としてビ

ジネスモデルが確立しているところは無いといって良い状況である。 

○ 経営の観点に立てば、介護事業はそもそも収益の上がるビジネスモデルではなく、基本的

に一定規模がないと経営が成立しない。相対的にうまくいっている事業者はあるがそこでも

課題がないわけではない。介護の質は担保しつつ、収益性を確保できる、効率性の良いビジ

ネスモデルがどのようなものかを検討する必要があるのではないか。 

○ 例えば、医療機関でいうと全国展開しているある病院だと 400 床が損益分岐点になるよう

だ。このように介護サービスにおいても、介護の質を担保した上で収益性が確保できるよう

になる規模について何らかの目安を示すと良いのではないか。 

○ 経営効率化のためには人員配置基準の見直しも必要。より少ない職員で同じ品質のサービ

スを提供するための事業者自身の努力や、事業所単位の人員基準が事業者間で人材を融通し

あうことを邪魔していないかなど、経営の効率化を阻むディスインセンティブを検証するこ

とが必要である。 

○ 小規模事業者を集約する政策と並行で、品質の良い経営を認証する制度などの検討も必要。

そのような意味では広島県のユニット化の取組は重要だ。小規模事業所が集まってシステム

を共有したり運営を一体化させたりすることで、効率性の高い経営が実現する。 

○ 認証をとらないとやっていけないという仕組みとすれば、事業者が事業構造や管理体制、
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働きやすさなどをきちんと整備することにつながるとみられる。こうした仕組みの上で、事

業所によって離職率の違いが生まれる理由を検証していけると良いのではないか。 

○ 全体的な離職率が改善してきている一方で、依然として高離職率の事業所もある。例えば

離職率が 30％以上の事業所にはマイナス評価するなどメリハリのある仕組みを検討する必要

がある。やればやるだけ損になるということではディスインセンティブになってしまうので、

経営者のインセンティブを働かせられるような仕組みの検討があってもよいのではないか。 

○ 介護は保険事業なので財源がふんだんにあるわけではない。それゆえ介護報酬というのは

ある意味で査定だと捉えることができる。例えば公共料金でも電気料金などは料金設定のた

めの査定方式が決まっているが、この査定方式に基づいて査定すると 90年代には円高差益還

元を背景に料金が下がる一方で電力各社の株価も上昇するということが起きた。これはあく

までも一例だが、報酬を査定する仕組みの中に経営効率化の成果をビルドインするような仕

組みを検討することも必要ではないか。 

○ 制度の構築と併せて学問的アプローチ、つまり介護経営学の確立を進め、経済学的見地か

ら分析・検討も進めることが有効ではないか。 

 

３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

○ 地域によって異なる労働市場に即して人材確保を図っていくには、国が大きな方向性を提

示しつつ、都道府県が主導して考えていく必要がある。 

○ 介護労働市場の地域差として都市／地方という切り口もある。介護はサービスゆえ「同時

性」という特徴があるため過疎地にも事業所がある。他に勤める選択肢のある都市部では事

業所を競争環境におくことも経営改善には有効だろうが、地方ではそもそも選択するだけの

事業所数がなかったりあるいは勤務環境より通勤の近さを優先したりする状況があることに

配慮が必要である。（再掲） 

○ 多主体、多職種の役割分担の在り方についても、都道府県が主導的に検討を進めていくの

が良いだろう。 

○ 介護人材を巡る状況については地域差が大きく、日本全体を一緒にはできない。有効求人

倍率について職業計の倍率は全体平均を下回るが介護関係職種では介護平均を上回っている

地域（千葉県、神奈川県、静岡県など）では介護への人材の移動を促進する取組が必要と解

釈できる。（再掲） 

○ 都道府県において介護人材に関する計画を立てるという検討が進められているが、重要な

ことはマッチングの精度を高めることである。 

○ 将来を見据えて教育からアプローチしていく際に、高校については市町村の教育委員会で

は動きにくいため、小中学校とも連携しつつ、地域へのコミットメントを高める人たち育て

るということを支援することも必要である。 

○ 広島県では、県の費用負担で「福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を立ち上げ、部会

ごとに検討を重ねている。都道府県の役割への期待が大きい一方で、事業所の指定・指導監

督権限が政令市区に移り、県が事業者を直接グリップしにくくなっていることから、都道府

県が戸惑わないような配慮も必要である。 

以 上 
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介護人材確保の現状と取組について（追加資料） 

資料５ 



• 入職率は、平成23年度に下がったものの、平成24年度には23.3％に上昇しており、概して産業計より高い。 
• 離職率は、平成21年度以降ほぼ横ばいで推移しており、産業計と比べて若干高い。 

１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

入職・離職の推移 

1 

出典：産業計の離職（入職）率：厚生労働省「雇用動向調査」、介護職員の離職（入職）率：（財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」 
（注１) 離職（入職）率＝１年間の離職（入職）者数÷労働者数 
（注２）ここで介護職員とは「訪問介護員」及び「施設介護職員等」の２職種全体を指す 
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2 

１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

従事者の過不足感と採用方法 

• 近年の介護サービス従事者全体の不足感は強まっており、平成24年度に「大いに不足」、「不足」、「やや不足」のいずれかを回答
した事業所は全体の57.4％と過半数を超えている。特に訪問介護員は、他の職種と比べて不足感が大きい。 

• 不足している理由としては、「採用が困難である」が70.2％と最も多く、その割合は年々高まっている。 

図表 職種別に見た介護サービス従事者の過不足感（平成24年度） 図表 介護サービス従事者全体の過不足感の推移 

出典：(財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」 
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3 

１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

事業所ごとの離職率の状況 

• 介護人材（訪問介護員、介護職員の二職種）の離職率の分布には、離職率が「10％未満」の事業所と、「30％以上」の事業所との
二極化が見られる。 
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図表 事業所ごとの離職率の状況（平成23、24年度） 

出典：(財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」 
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１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

事業所規模別の離職率の状況 
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• 事業所の規模が大きくなるほど、離職率が低くなる傾向がみられ、前年度と比較して平成24年度ではその傾向が強まっている。 

図表 事業所規模別の離職率の状況（平成23、24年度） 

出典：(財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」 



１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

都道府県別有効求人倍率 

5 

• 介護関係職種の有効求人倍率は、地域ごとに、大きな差異がある。 
• 基本的には、職業計の場合と同様、介護関係職種の有効求人倍率も、地方よりも都市部の方が高くなっている。 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 



１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

介護人材確保等のための主な対策 

6 

• 平成20年7月に公表された「介護労働者の確保・定着等に関する研究会 中間とりまとめ」において、以下のような対策の方向
性が示され、それを踏まえて更なる検討や支援事業が進められてきた。 

出典：介護労働者の確保・定着等に関する研究会「中間とりまとめ」（平成20年7月） 



１ 介護職員確保に係る現状と今後の対応の方向性 

介護人材確保等のための主な対策 
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• 福祉・介護人材確保対策については、基金事業等を活用し、各都道府県において実施してきた。 
• 今後は、各都道府県において福祉人材センターやハローワーク等と連携しながら、より戦略的に対策を実施していくことが期待

される。 

出典：厚生労働省（平成25年7月） 



２ 今後の取組を強化するために必要な視点 （１）参入の促進 

介護福祉士の養成状況 
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• 養成の取り組みについては、現在国において介護人材のキャリアパスの整備を進めている。 
• 介護福祉士の単年度増加数は10万人を突破する一方、養成施設の定員充足率は5割台に留まっており、各都道府県での養成

方法の整理・見直しや、仕事内容・処遇の実態に関する情報提供の工夫が求められる。 

（注）人数は、各年度9月末の登録者数。 

図表 介護福祉士の登録者数の推移 

出典：厚生労働省 

（注）平成21年度からの（）内は離職者訓練制度（介護福祉士養成コース）介
護雇用プログラム入学者。但し平成23年度介護雇用プログラムの計上なし。
充足率【 】は職業訓練制度等による入学者数を加算した充足率。 
出典：厚生労働省社会援護局 

図表 介護福祉士養成施設の定員充足率 

図表 高校生の福祉系への進学・就職が少ない
理由（複数回答可）（n=67） 

（注）調査対象は広島県内の高等学校進路担当者 
出典：広島県社会福祉人材センター「福祉・介護に関する高等学校進路
指導の現況アンケート調査」 



２ 今後の取組を強化するために必要な視点 （１）参入の促進 

潜在者有資格者の状況と就業意向 
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• 医療・福祉分野において共通して見られるように、資格取得者が就業していない「潜在者」が多く存在し、国の事業の中でも潜在
者を対象とした再就業支援が行われている。 

図表 介護福祉士の就労の状況 

平
成
22
年
の
新
規
修
了
者
（
27
万
5
千
人
／
年
）※
1

「（ホームヘルパーに）就きたくない」
（144.1万人）※８

修了後1年以内

に就業しなかっ
た新規修了者
（22.0万人）

現役ホームヘルパー
38.5万人※３

修了後１年
以内に就業し
た新規修了者
（5.5万人）※２

潜在ホームヘルパー 228.8万人※6

訪問介護員養成研修２級修了者全体 （267.3万人）※７

「（ホームヘルパーに）いつか就きたい」
（72.8万人）※８

「（ホームヘルパーに）すぐにでも就きたい」
（11.9万人）※８

潜在化していたが平
成22年に就業した人

（1.9万人）※４

潜在化していたが平
成22年に就業した人

（1.9万人）※４

平成22年に離職した人
（5.0万人）※5

平成22年に離職した人
（5.0万人）※5

「就業意向が高い人」

図表 訪問介護員養成研修２級修了者の状況（平成22年） 

出典：日本総合研究所「平成22年度潜在ホームヘルパーの実態に関する調査研究」
（平成22年度老人保健健康増進等事業） 

出典：社会福祉振興・試験センター「平成24年度社会福祉士・介護福祉士就労状況調査」 



自主的な雇用管理改善に向けた検討・支援策の例 
【全般】 
• 「職場改善好事例集～介護事業所ナビ“こんなときＤｏ(どう)する？”～」「雇用管理改善のための業務推進マニュアル」（平成25年、

介護労働安定センター） 
 雇用管理改善の事例、雇用管理のポイント・解説、労働関係法令・様式例等を紹介。 

 
• 「介護分野における雇用管理モデル検討会（訪問介護、施設系）」（平成19～21年、職業安定局） 

 雇用管理領域の整理を行った上で（訪問介護の場合、キャリア管理・コミュニケーション管理、配置管理・稼働管理、能力開
発、労働時間・賃金管理、サービス提供責任者の役割と育成の5領域）、考え方と事例を紹介。 

 
• 「介護保険施設における中核的介護職員の確保と定着のための100のチェック項目とその解説」（平成21年、雇用開発センター） 

 雇用管理改善の事例、雇用管理のポイント・解説、労働関係法令・様式例等を紹介。 
 
【採用・キャリア管理】 
• 「介護施設・事業所のための戦略的な採用と初期の定着促進の手引き」（平成20年、中央福祉人材センター） 

 採用計画、初期の定着策の実施方法について、事例を交えて紹介。 
 
• 「介護職員キャリアアップシステム導入マニュアル」（平成21年、介護労働安定センター） 

 施設におけるキャリアアップシステムの考え方と、内部研修の取組方法や外部研修の活用方法を説明。 
 

【労働環境】 
• 「介護施設の組織力を高めるワーク・ライフ・バランス［その考え方と実際］」（平成22年、中央福祉人材センター） 

 WLBの効果、取り組みの進め方について、事例を交えて紹介。 

２ 今後の取組を強化するために必要な視点 （２）定着の促進 

事業者による雇用管理改善の取組について  
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• 事業者の自主努力を促すため、雇用管理改善の取組の方向性や参考事例を示す等の検討・支援策が一定程度行われてきた。 
• しかし、取組状況は事業者によって差が大きいとの指摘がある。 



２ 今後の取組を強化するために必要な視点 （２）定着の促進 

事業者による雇用管理改善の取組について 

11 

○職場改善好事例集～介護事業所ナビ“こんなときＤｏ(どう)する？”～ 

【訪問介護TOPページ】 
【困っていること一覧】 

【事例ページ】 

出典：介護労働安定センターＨＰ 
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○介護分野における雇用管理モデル検討会【訪問介護】報告書 

（例）「キャリア管理・コミュニケーション管理」分野のまとめと取組事例（抜粋） 

出典：厚生労働省職業安定局「介護分野における雇用管理モデル検討会【訪問介護】報告書」（平成19年） 

「キャリア管理・コミュニケーション管理」、「配置管理・稼働管理」、「能力開発」、「労働時間・賃金管理」、「サービス提供責任者の
役割と育成」という分野別に、現状と課題、基本的な考え方、対策のポイントを整理し、地方労働局開催の検討会や介護労働安定
センター地方支部等を通じて、事業主が取り組む雇用管理事例を収集。（全国144事業所より288の事例を収集） 
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○「介護保険施設における中核的介護職員の確保と定着のための100のチェック項目とその解説」 

出典：雇用開発センターＨＰ、「介護保険施設における中核的介護職員の確保と定着のための100のチェック項目とその解説」（平成21年、雇用開発センター） 

【チェックリスト ２ 募集・採用・人材確保】 
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今の介護報酬では、人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない

経営（収支）が苦しく、労働条件や労働環境改善をしたくても出来ない

良質な人材の確保が難しい

新規利用者の確保が難しい

介護従事者の介護業務に関する知識や技術が不足している

介護従事者の介護業務に臨む意欲や姿勢に問題がある

管理者の指導・管理能力が不足している

教育・研修の時間が十分に取れない

介護従事者間のコミュニケーションが不足している

経営者・管理者と職員間のコミュニケーションが不足している

利用者や利用者の家族の介護サービスに対する理解が不足している

介護保険の改正等についての的確な情報や説明が得られない

指定介護サービス提供に関する書類作成が煩雑で、時間に追われている

雇用管理等についての情報や指導が不足している

その他

特に問題はない

無回答

%

出典：(財)介護労働安定センター「平成24年度介護労働実態調査」 

• 事業運営上の問題点としては、「良質な人材の確保が難しい」、「今の介護報酬では、人材の確保・定着のために十分な賃金を
払えない」が上位に挙がっている。 

図表 介護サービス事業を運営する上での問題点（複数回答可） 
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• 30代以降に他産業との賃金差が大きくなる。ただし女性の場合、サービス業（他に分類されないもの）との賃金差は小さい。 

図表 産業・職種・年齢階級別の年収（男、企業規模計） 

出典：厚生労働省「平成24年賃金構造基本統計調査」 
※事業所規模10人以上の常用労働者を雇用する事業所に
雇用される常用一般労働者について年収を推計したもの。 
※一般労働者とは短時間労働者以外の者をいう。 
※年収＝きまって支給する現金給与額×12ヶ月＋年間賞与
その他特別給与額 
※労働者数は調査した労働者ではなく、母集団に対応する
数字として推計（復元）した労働者の数である。 
※労働者数の少ない65歳以上を除外。 
※福祉施設介護員とは、児童福祉施設、身体障害者福祉施
設、老人福祉施設その他の福祉施設において、入所者の身
近な存在として、日常生活の身の回りの世話や介助・介護
の仕事に従事する者をいう。 

図表 産業・職種・年齢階級別の年収（女、企業規模計） 
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～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

産業計（男）【15,778,570人】

製造業（男）【4,724,170人】

卸売・小売業（男）【2,314,250人】

サービス業（他に分類されないもの）（男）【1,207,110人】

福祉施設介護員（男）【216,770人】

ホームヘルパー（男）【14,460人】

年
収
（
千
円
）
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～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

産業計（女）【7,636,640人】

製造業（女）【1,443,870人】

卸売・小売業（女）【1,066,400人】

サービス業（他に分類されないもの）（女）【1,207,110人】

福祉施設介護員（女）【438,350人】

ホームヘルパー（女）【60,720人】

年
収
（
千
円
）
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• 福祉施設介護員、ホームヘルパーとも、経験年数に応じて年収が増加する傾向が見られる。 
• サービス業と比較した場合、経験年数が9年目まではそれほど差異がないものの、10年以上では差異が大きくなる。 

図表 経験年数に応じた年収の推移（20～24歳入職者を想定、男、企業規模計） 

出典：厚生労働省「平成24年賃金構造基本統計調査」 
※事業所規模10人以上の常用労働者を雇用する事業所に
雇用される常用一般労働者について年収を推計したもの。 
※一般労働者とは短時間労働者以外の者をいう。 
※年収＝きまって支給する現金給与額×12ヶ月＋年間賞与
その他特別給与額 
※労働者数は調査した労働者ではなく、母集団に対応する
数字として推計（復元）した労働者の数である。 
※20～24歳の入職者を想定し、勤続年数（職種別は経験年
数）に応じた年齢階級の年収をプロット。 
※産業計、製造業、卸売・小売業、サービス業は、「勤続年
数3～4年」の数値を「25～29歳（1～4年）」にプロット。 

図表 経験年数に応じた年収の推移（20～24歳入職者を想定、女、企業規模計） 
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• 企業規模による大きな差異は見られないが、1,000人以上の企業では55～59歳の賃金が高く、退職金の影響が見られる。 

図表 年齢階級・企業規模別の年収（男、福祉施設介護員） 

出典：厚生労働省「平成24年賃金構造基本統計調査」 

図表 年齢階級・企業規模別の年収（女、福祉施設介護員） 
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～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

企業規模計（10人以上）【216,770人】

1,000人以上【16,170人】

100～999人【128,090人】

10～99人【72,520人】
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企業規模計（10人以上）【438,350人】

1,000人以上【28,200人】

100～999人【273,310人】

10～99人【136,840人】
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収
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図表 年齢階級・企業規模別の年収（男、ホームヘルパー） 

図表 年齢階級・企業規模別の年収（女、ホームヘルパー） 
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～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

企業規模計（10人以上）【14,460人】

1,000人以上【4,380人】

100～999人【3,120人】

10～99人【6,960人】
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企業規模計（10人以上）【60,720人】

1,000人以上【10,460人】

100～999人【22,740人】

10～99人【27,520人】

年
収
（
千
円
）

※労働者数の少ない19歳以下を除外。 
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○ 高齢化の進展や世帯構造の変化の中で、質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的確保・

資質向上が不可欠。 介護福祉士については、資質向上を図る観点から、平成19年に法律改正し、資格取得方法を見直し。 

○  一方で、地域によっては人材が不足している等の課題があり、介護人材の安定的な確保に向けた配慮が必要。 

  

１．検討の背景 

 
 

１ 介護人材の養成体系を整理し「初任者研修修了者→介護福祉士→認定介護福祉士」をキャリアパスの基本とする。 

    ⇒ 現在のホームヘルパー２級を「初任者研修」と位置付け。在宅・施設を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技 

     術を修得する研修とする。 介護職員基礎研修は、実務者研修に一本化。  

    

２ 実務者研修は、以下のように見直し。 （注）19年法改正により、国家試験を受験する実務経験者に義務付けられた研修 

   ア 研修時間は４５０時間 

      ⇒  実務者研修の目標は、幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の修得。 

          研修に負担感を持つ者も多い現状を踏まえ、現場職員の意欲を減退させない配慮も必要であること等から、研修目 

        標は維持しつつ、時間数を見直し。（19年法改正時は600時間を想定） 

   イ 働きながらでも研修を受講しやすい環境を整備 

      ⇒  通信教育の活用、身近な地域で研修を受講できるための環境整備、過去に受講した研修（ホームヘルパー２級等）を 

        読み替える仕組み、受講費用の支援 等 

   ウ 施行を３年間延期（２４→２７年度） （28年１月予定の試験から適用） 

 

３ 介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの施行を３年間延期（２４→２７年度）（28年１月予定の試験から適用） 

                              

４ 介護福祉士資格取得者がステップアップできるよう、認定介護福祉士（仮称）の仕組みづくりを進める。 

       

 

２．報告書のポイント 

（参考）今後の介護人材養成の在り方について 
（平成２３年１月 今後の介護人材養成の在り方に関する検討会報告書概要） 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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○利用者の状態像に応じた介護や
他職種との連携等を行うための幅
広い領域の知識・技術を修得し、
的確な介護を実践 

○多様な生活障害をもつ利用者に
質の高い介護を実践 

○介護技術の指導や職種間連携の
キーパーソンとなり、チームケアの
質を改善 

初任者研修修了者 
（ホームヘルパー２級研修相当） 

認定介護福祉士 
（仮称） 

介護福祉士 

○在宅・施設で働く上で必要となる
基本的な知識・技術を修得し、指
示を受けながら、介護業務を実践 

介護福祉士 

見直し 

資格取得後の
キャリアパスに十
分な仕組みがな

い！ 

ホームヘルパー 
２級修了者 

ホームヘルパー 
１級修了者 

介護職員基礎研修 
修了者 

養成体系が複雑！ 

【現在のキャリアパス】 

（参考）今後の介護人材キャリアパス 

＜実務者研修＞ 

（養成施設ルート） 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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（参考）介護キャリア段位制度の概要 

介護事業所・施設 

介護職員等 

評価者 
（アセッサー） 

内
部
評
価 

実施機関 

（シルバーサービス振興会） 
 
 
 

申請 （手数料あり） 

認定 

評価者（アセッサー）講習受講 

外
部
評
価
機
関 

契約 外部評価 

事務局 

レベル認定委員会 

●評価者講習開催 
●申請審査 
●データ管理 等 

●レベル認定 等 

評価・認定スキームの全体像 

○ 介護キャリア段位制度は、キャリア・アップの仕組みを構築することにより、介護職員の定着と新規参入を促進し、介
護分野における人材の確保を図るため、平成２４年度から実施。 

※ 平成２４年度は、岩手県、宮城県、福島県の被災３県で実施。 

○ 具体的には、既存の資格・研修等を通じて「わかる（知識）」を評価しつつ、一定の実務経験等を有し講習を修了した
評価者（アセッサー）が事業所・施設内の介護職員の「できる（実践的スキル）」を評価することにより、レベルを認定す
る制度。 

○ 平成２４年度は３２６名の評価者を養成し、現在、事業所・施設において、順次、評価を開始。 
○ 平成２５年度は、特定被災区域で先行的・重点的に実施しつつ、他地域の主要都市でも展開。 

※ 具体的には、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県の計11都道府県で
評価者（アセッサー）講習を開催予定（開催地以外からの参加も可能）。 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 



２ 今後の取組を強化するために必要な視点 （２）定着の促進 

【参考】 フィンランドにおける介護人材確保の取組 「ラヒホイタヤ」 

21 

（背景と概要） 
• 年齢、障害及び症状の異なるあらゆるケアを必要とする者に対応し得る柔軟性のある資格（ラヒホイタヤ）を創設することにより、

専門職の裾野を広げるとともに、専門職種間の流動性を高める。これにより、労働者にとっての介護人材の魅力を高めるとともに、
事業主にとっても人材を確保しやすい状況を作る。 

• 施設ケアから在宅ケアへの政策転換を図りつつ、マンパワーの総量は変えずに、一人一人のケアワーカーの能力向上を図りなが
ら、構造変化に応じたマンパワーの配置を行うもの。 
 

（評価） 
• 団塊世代の大量退職と高齢世代の増加による介護需

要への対応が迫られているものの、資格保持者の８割
が労働市場に留まっており、システム的には人手不足
がそれほど深刻な課題とはなっていない。 

• 多くの自治体では、社会サービス（ホームヘルプなど）と
ヘルスサービス（ホームナーシングなど）の統合を進め
ており、その主要な担い手が双方のサービスのための
基礎教育を学んだライホイタヤになりつつある。 

出典：厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究事業「介護者の確保育成策に関する国際比較研究」 



２ 今後の取組を強化するために必要な視点 （２）定着の促進 

事業者間の連携を通じた経営効率化の事例 ～社会福祉法人のグループ化 

22 

概要 • 地域密着型サービスや地域サロンの整備、コーディネートを行う人材育成に向けて、
単独では地域展開や人材確保が困難な小規模法人が取り組めるよう、複数法人の
グループ化を進めている。 

• その一環として、平成24年8月に、5法人で共同事業拠点「地域密着型総合ケアセン
ターきたおおじ」を開設（代表法人は社会福祉法人端山園）。 

「きたおおじ」の 

提供サービス 

• 地域密着型特別養護老人ホーム（個室ユニット式）：29名 

• 短期入所生活介護（ショートステイ）：10名 

• サービス付き高齢者向け住宅：6室  

• 小規模多機能型居宅介護：25名 

• 通所介護（デイサービス） 

• 地域交流サロン・喫茶 

※地域交流サロン、小規模多機能、高齢者向け住宅を組み合わせて、状態像に応じて
切れ目のないサービス提供、近所やデイ等との関係の継続を図っている。 

グループ化に向
けた取組み 

• 平成22年9月に京都地域包括ケア事業研究会を設立（共同化の取組状況の開示、地
域包括ケアの学び合い）。会員21法人・個人会員3名・専門委員24名。 

• 法人会員のうち、A会員の7法人は「組織の標準化」・「ケアの標準化」・「人材の育成」
を通じてグループ化を目指す。 

  ①組織の標準化：組織風土、財務、ストラクチャー等 

  ②ケアの標準化：情報共有の方法、ケアチームの質、アウトカム等 

  ③人材の育成：採用、研修、キャリアパス（給与体系）等 

人材に関する取
組みの特徴 

• 「きたおおじ」の運営やスーパーバイザーの派遣を通じて、サービスの標準化と人材
等の共有を進めている。スーパーバイザーは各法人を巡回し、新人職員の育成や各
法人の強み・課題を検討。 

• キャリアパスシステムを統一し、人事異動ができるまで組織形態を合わせる予定。 

• 今後、法人の名称やキャリアパス、研修のあり方等を統一して、外部からもグループ
を「見える」化し、新たな人材確保・育成を目指す。 

出典：地域密着型総合ケアセンターきたおおじＨＰ、『介護保険情報』（2012.10） 

小規模多機能型居宅介護 

サービス付き高齢者向け住宅 

地域交流サロン 

「きたおおじ」の外観 

• 地域展開や人材確保のため、複数の小規模法人のグループ化に着手。組織やケアの標準化、人材の育成を共有で実施。 



２ 今後の取組を強化するために必要な視点 （２）定着の促進 

事業者間の連携を通じた経営効率化の事例 ～品川区における事業者間連携の取り組み 

23 
出典：品川区高齢者福祉課、公益財団法人東京都福祉保健財団「とうきょう福祉ナビゲーション」 

• 品川区では「定期巡回サービス・随時対応型訪問介護看護サービス」の展開にあたり、「訪問ニーズのある時間帯の集中への対
応」、「サービス提供にかかる移動時間の短縮」の2点が課題となっている。 

• そこで、サービスを区内全域で効率的に展開するため、指定定期巡回サービス事業所（ジャパンケア品川）と区内の訪問介護事
業所が連携する仕組みを構築。指定事業所と区内訪問介護事業者が時間帯によって役割を分担し巡回サービスを提供。 

【サービス提供の仕組み】 



３ 今後の取組を強化するために必要な視点（都道府県による広域的・総合的な支援） 

広島県における介護人材確保・定着に向けた取り組み 

24 出典：広島県 



３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

広島県における「小規模事業者ユニット（複数連携組織）」の支援 

25 

• 小規模事業者ユニット（複数連携組織）の構築・支援を行っており、人材育成等については成果が出ている一方、求人活動や
キャリアアップ、就業改善のための労働条件等の共有化などの推進が今後の課題である。 

目的 • 単独では人材の確保・定着に取り組むことが困難な複数の福祉・介護サービス事業所が協同・連携して
求人活動や人材育成等を実施するため、ユニットの構築及び構築後の自立的な活動等を支援。 

要件及び
参加状況 

• ユニット構成事業所の要件は、「施設定員が50名以下、在宅サービスでは一日の利用者が概ね20名以下
の事業所、あるいはサービス種別が一種類の法人」。ただし、地域において同種の事業所等が連携して
事業所等の就業改善、人材育成等の研修を行う場合も可能。 

• 平成25年3月末、42ユニット（646事業所）が参加。 

• 小規模事業所同士（作業所、小規模多機能型居宅介護、グループホーム等）もあるが、地域の同種の事
業所（訪問介護、通所介護、地域包括支援センター等）で構成されるものが大半。 

事業内容 • 平成21～23年度は、ユニットへの直接助成（協同の求人活動・説明会や合同研修・人事交流等の事業へ
の補助）、コーディネート事業者への助成（ユニット構築の促進、円滑な連携活動を支援するコーディネー
ターを委託により7拠点で10名設置）を実施。 

• 平成24年度からは、コーディネート事業者への助成のみを行い、求人活動等を支援するための事業（合
同求人説明会開催（求職者数704名）、ユニット構築支援、地域の要望に基づく合同研修・新人研修等）を
実施。 

課題と今後
の取組み 

• コーディネーターによる働きかけ等により研修等は行えているが、経費・人材等の問題から構成事業所間
での自主的な活動にまでは至っていない。 

• 地域での情報交換や地域の実情に応じた研修の実施などによる新人職員への離職防止や人材育成、地
域ケアの向上などの成果は出ている。 

• 協同による求人活動の取組までには繋がっておらず、合同求人説明会もユニットとしての参加ではなく、
小規模事業所単体での参加となっており事業所間連携での取り組みをさらに進める必要がある。 

• 今後のユニット構築・育成については、協同での人材確保（求人活動）、合同研修によるキャリアアップや
人材の評価、あるいは就業改善のための労働条件等の共有化などを進めていく必要がある。（現在、就
業改善のための自己点検ツールの作成にも取り組むこととしており、そういったものの活用も図る必要が
ある。） 

出典：広島県 



３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

京都府における介護人材確保・定着に向けた取組 

26 出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 



３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

静岡県の「キャリアパス制度」の取組（平成25年度～） 

27 
出典：厚生労働省 

県

政令市・市町 団体

介護事業所（3,600箇所）

・実地指導（２年に１回）
・集団指導（毎年実施）
・事業所の指定申請時
・ホームページに掲載

・キャリアパス制度導入セミ
ナーの開催

①実地指導
②集団指導（毎年実施）
③施設の指定申請時

①会員へ県の取組を周知

②会員へキャリアパス制度
導入の取組を依頼

静岡県老人福祉施設協議会
静岡県社会福祉法人経営者協議会

要請
連携
協働

キャリアパス
制度導入支援

キャリアパス制度導入→賃金向上

キャリアパス制度導入
支援

キャリアパス制度導入
支援

○ 介護人材の確保対策の一環として、介護職員の賃金水準の向上を図り、介護職員が長く働きやすい環境を
つくるため、各事業所にキャリアパス制度の導入を支援する取組を実施。
＜背景＞
・県内の有効求人倍率は、平成25年３月現在、全産業では0.78倍だが、介護分野は2.02倍と慢性的な人材不足の状況。
・人材不足の要因としては、賃金水準の低さがあり、賃金水準が低いのは勤続年数が短いことが原因との認識。
・処遇改善加算は、全事業所の81.7％が算定。ただし、キャリアパス要件の「要件Ⅰ」を算定している事業所は、
特別養護老人ホームでは81.7％であるが、居宅系サービス事業所では57.9％と低くなっている。

○ 具体的な取組としては、キャリアパス制度導入セミナーの開催や、実地指導等の際にキャリアパスの参考例
（平成２４年度作成）を提示することなどにより、キャリアパス制度導入を促す。



３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

埼玉県の「介護職員しっかり応援プロジェクト」の取組 
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介護職員しっかり応援プロジェクトチームの設置

埼玉県庁

埼玉県老人福祉施設協議会

埼玉県介護老人保健施設協会

埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会

埼玉県認知症グループホーム・小規模多機能協議会

埼玉県社会福祉協議会

介護人材の確保・定着に向けた取組方針

○介護職のイメージアップ
○魅力ある職場づくりの促進
○介護職員の給与アップ

・新たに介護職員となった方を知事が激励
・知事メッセージの交付や
記念講演を実施

・平成２５年度は２６２事業所から
約８００人が参加

介護職員合同入職式の実施 介護職員給与改善の取組

・経験や資格に応じたモデル給与表を
作成し事業所に給与改善の働きかけ

・給与水準が低い事業所に公認会計
士を派遣し、個別指導を実施

介護職員しっかり応援プロジェクト

表彰の実施

・離職率が低い事業所や資格取得
に積極的な事業所等を表彰

・優れた処遇を行った介護職員や
事業所を表彰

魅力ある取組の情報発信

・県や各団体のHP等 ⇒ プロジェクトのPR、表彰対象事業所の取組紹介、介護職員からのビデオメッセージなど

出典：厚生労働省 



３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

高知県の広報活動・協議会の設置の取組 
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広報
（パンフレット・TV）

○ 高知県では、少子高齢化が進む中、介護の担い手となる介護職員の不足が懸念されるという問題意識のも
とで、介護人材の確保・定着に向けた取組として、積極的な広報活動を展開している。

○ 具体的には、福祉・介護の仕事について、正しい認識を広めるとともに、より多くの若い世代に福祉・介護分

野への就業を選択してもらえるよう、福祉・介護の仕事の魅力を伝えるため、パンフレットを作成し、県内の中
学校、高校、専門学校等に配布するなどの取組を行っている。

○ 高知県庁（福祉部局・労働部局・教育委員会）、高知労働局、ハロー
ワーク、介護労働安定センター、福祉人材センター、看護協会、介護福祉
士会、老人福祉施設協議会ほか事業主団体、専門学校などが参加。
○ 人材確保に関する取組の情報共有の場として、協議会を設置。

※年２回開催（県庁と労働局が事務局となり、各１回ずつ主催）

協議会の設置
（高知県福祉・介護人
材確保推進協議会）

セミナーの開催

○ 中山間地域の介護人材の確保に向けた取組として、中高生や保護者、
福祉の仕事に興味のある一般の方を対象にセミナーを開催。
※平成２５年度からの新規事業として実施

○ セミナーでは、希望者に対して施設見学や介護体験などを実施

【漫画を活用したPR広報】
○ くさか里樹さん（高知県出身）の漫画「ヘルプマン」のイラストを使用した

パンフレットを７万部作成し、県内の中学校・高校・専門学校に配布。

【テレビを活用したPR広報】
○ 毎週月曜日に３分間程度の番組枠の中で、県内で介護の仕事に従事
している若者をクローズアップし、介護の仕事の魅力をPRしている。

出典：厚生労働省 



３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

神奈川県の認定研修、表彰制度 
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• 介護職員のキャリアパス支援を行うための認定研修や、介護の仕事のマイナスイメージ払拭のための表彰制度など独自の取り
組みを実施。 

介護職員認定研修 
• 個々の施設が単独では実施することが難しい「初任者→チームリーダー→リーダー」と段階的に職員を育てる体系的な研

修を実施。  
• 研修内容は、介護職員基礎研修修了者やファーストステップ研修修了者として全国的に認められるものに相当。  
• 参加しやすく経費も節減できるような県独自の方式（地域共同研修方式）で実施。 

神奈川県介護賞、かながわ福祉みらい賞 
• 「神奈川県介護賞」は、おおむね勤続20年以上の功労者を称えるもので、平成5年に創設。 
• 「かながわ福祉みらい賞」は、民間社会福祉施設の若い福祉従事者を対象に、各種研究発表大会等で他の社会福祉施

設の模範となるような研究発表を行う等、対外的にも顕著な功績があった人を表彰するもので、平成24年に創設。 

かながわ感動介護大賞～ありがとうを届けたい～ 
• 介護の素晴らしさを伝える感動的なエピソードを募集し、応募者や施設等を表彰。平成24年に創設。 
• 「神奈川県介護賞」の表彰ではカバーしきれていなかった、若手に対する表彰制度として位置づけ。 
• 併せて、介護を受けた高齢者やその家族らが介護職員への感謝のメッセージを記入して、その場で手渡せる「ありがとう

カード」も制作。一定枚数を集めた介護職員、上位500人に「サンクスバッジ（通称：金太郎バッジ）」を贈呈。 

出典：神奈川県ＨＰ 



３ 都道府県による広域的・総合的な支援 

介護人材の需給推計について 

31 出典：厚生労働省 
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介護事業者プレゼンテーション資料 
（株式会社やさしい手） 

資料６ 
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人材マネジメントによる効果 
～在宅介護やさしい手の場合～ 

株式会社やさしい手 
代表取締役社長 香取 幹 

2013年8月30日 

介護事業経営の事例のご紹介 
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Ⅰ．会社概要 
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会社概要 

平成24年１月31日現在 

（１）在宅介護 

 （ ）内は店舗数 

訪問介護（直営） （４４） 利用者 １１，５７１名 

訪問介護（フランチャイズ） （５３） 利用者 ５，９６０名 

２４時間巡回訪問介護 （５） 利用者 ４４８名 

居宅介護支援（直営）  （２４） 利用者 ３，０６８名 

居宅介護支援（フランチャイズ） （１７） 利用者 １，２８２名 

訪問入浴介護 （４）   利用者  ３９４名 
訪問入浴介護（フランチャイズ） （１）   利用者 ６７名 

通所介護（直営）  （１３）  利用者 １，１３７名 

通所介護（フランチャイズ） （１６）  利用者 ６６５名 

福祉用具貸与販売 （３）   利用者 ２，７７８名 
住宅改修 

包括支援センター受託 （５）   利用者 ７５３名 

短期入所生活介護  （１）   利用者 ２４０名 

（２）高齢者専用賃貸住宅事業 

直営      （３）利用者 １４２名 

フランチャイズ（３）利用者 １３６名 

 

（３）その他 

有料職業紹介事業   １，３３１件 

一般労働者派遣事業      ９０件 

訪問介護員養成講座 （４）   
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センチュリーテラス船橋 

ライブガーデン千葉浜野 

グレイプス浅草 

やさしい手広野高原 

やさしい手伊丹 

やさしい手東大阪 

「やさしい手」が運営する高齢者住宅 

運営主体：ミサワホーム東関東 

運営主体：長谷工ライブネット 

運営主体：東京建物不動産販売 

やさしえ上越 
一括借上：日本管理センター 

やさしえ盛岡津志田 
一括借上：日本管理センター 

やさしえ西明石 
一括借上：日本管理センター 

運営主体：㈱日建マネジメント 

運営主体：㈱日建マネジメント 

運営主体：㈱日建マネジメント 

やさしい手東大阪長瀬 
運営主体：㈱日建マネジメント 
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想いの実現 

私たちは、常にお客様一人ひとりの想いの実現に向けたサービスを創造します。 

社会的責任 

私たちは、法を守り、地域社会に貢献します。 

安らかな生活 

私たちは、お客様の豊かで穏やかな生活を望みます。 

相互の尊重 

私たちは、常にチームへの感謝と思いやりの気持ちを大切にします。 

お客様優先 

私たちは、お客様を最優先に考え迅速に行動します。 

株式会社やさしい手のクレド 
住み慣れた家で老いる。「Aging In Place」 
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Ⅱ．事例報告の基礎となる考え方 
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訪問介護員をトップとした 
逆ピラミッド組織 

○社長はマネジャー階層を支
援し励まして、明るく元気になる
ようにはたらきかける。 
○マネジャーはサービス提供
責任者が明るく元気になるよう
にはたらきかける。 
○サービス提供責任者は訪問
介護員が明るく元気になるよう
にはたらきかける。 
○訪問介護員はお客様が明る
く元気に前向きになるように働
きかける。 

サービス業独特のお
客様を中心とした逆
ピラミッド組織 

サービス提供責任者 

マネジャー階層 

社長 

訪問介護員 

お客様 
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サービスプロフィットチェーン 
サービス業としての訪問介護について、どのように組織として「収

益化」に結びつけるべきか考えるための経営管理のフレームワーク
として、サービス・プロフィット・チェーンが存在することについ
て、ジェームズL．ヘスケットらによって報告が利用できると考える
。彼らはこの報告において、サービス・プロフィット・チェーンの
連関を以下のように説明している。 
 
①収益性と成長性の原動力は顧客ロイヤリティである。 
②顧客ロイヤリティの原動力は顧客満足である。 
③顧客満足の原動力はサービスの価値である 
④サービスの価値は従業員の生産性を高めることで創造される。 
⑤従業員の生産性の原動力は従業員ロイヤルティである。 
⑥従業員ロイヤルティの原動力は従業員満足である。 
⑦従業員満足の原動力は社内サービスの質である。 
 
ここでの「社内サービスの質」とは、従業員が仕事、同僚、そして

会社をどのように思っているかの集積されたものである。 
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サービスプロフィットチェーン 

報告によると、データから、サービス担当者自身が「顧客ニーズに十分応
えることができる」と自覚していることが従業員満足の源泉となることが発
見されている。 
従業員の思いは、顧客満足のためにサービス担当者に求められる能力や権

限を最大化し、サービス担当者が「高潔な精神」にもとづいて、自らの仕事
に誇りをもって業務あたることの重要性、また「裏方仕事の大切さ」が繰り
返し強調されることから養われる。 
報告によると、成功企業の従業員満足の向上計画には、新たな採用方法、

より進んだ技能トレーニング、職務上の意思決定権限の拡大、煩雑な事務作
業の自動化、全階層の従業員に対する実績ベースの報酬、そして従業員の昇
進機会の拡大が盛り込まれている。 
 
当社は、経営者として、訪問介護をサービス業として積極的に位置づけ、

従業員満足を向上させ、サービス・プロフィット・チェーンの連関を機能さ
せることにより、収益性が低下しつつある訪問介護の収益性を高めることに
ついての挑戦を考えている。 
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Ⅲ．正社員退職者 
アンケートの結果 

衝撃の結果がいまここに！ 
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分類 割合 退職者 理由

1 7.1% 6人 労働条件（賃金・諸手当・勤務時間・勤務日数など）が希望に合わない

2 7.1% 6人 仕事の内容が希望に合わない

3 2.4% 2人 経営の方針・運営の方針が合わない

4 22.4% 19人 職場の人間関係が良くないことが理由

5 16.5% 14人 健康上の都合が理由

6 18.8% 16人 結婚・出産・介護が理由

7 14.1% 12人 仕事に自信が持てない。能力がない。

8 3.5% 3人 ハラスメントを受けた・ハラスメントを行った

9 8.2% 7人 他の事業・他の会社・別の目的に興味を持った。

10 0.0% 0人 その他

退職者過去８５人に退職理由アンケート 

表 当社退職者過去８５人退職理由アンケート結果 

下記の退職理由が非常に目立つ  
•職場の人間関係 
•健康上の理由 
•仕事に自信が持てない・能力がない 

不機嫌な職場！ 
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1 社内体制に関する不満、賞与に対する不満があり退職。
1 職場の混乱時に、残業が多く家族団欒の時間がとれず嫌気が差し他施設に転職。
1 Ｓ責の仕事とは「中のＣＤと聞いていた」のになぜサービスに出ないといけないのか？３日で退職
2
2 複合的理由によりゆめてらすの業務内容に懐疑的になってきた。異動提案するも退職の道を選ぶ。
2 期待された人材であったが、異動および業務内容に不安を感じ引き留めにも応じず退職となる。
3 異動が多く、基礎をきちんと学ばないまま現場サービスに入ることが多く戸惑っていた。
3
4
4 某スタッフとの確執。店舗内に揉め事が多く、精神的にも身体的にも疲れてた。
4
5 社内異動４回にして総務部に異動となるも、うつ状況のまま現実逃避し出社せず。
5
5 うつ状態が半年間続き退職となる。自己主張が弱く他者の巻き込みが弱く問題解決できず。
6 結婚がきっかけ。ご主人が土・日休みのため、シフト制の事業にいると土・日休みはなかなか難しい。
6 ご主人の家事・育児に対する協力が全くなく、育児休暇中に退職となる。
6 働く意志は十分にあったが、保育園に入園できずに育児に専念せざるを得ず止む無く退職。
7 ４日間のみの在籍で退職。業務内容が私には合わない、続けていく自信がない・・・。
7
7
8 ハラスメント行為散見。注意後うつ状態に陥り自己都合退職。
8 ハラスメント行為発覚、退職に至る。
8
9
9 念願の○○県消防庁職員に採用となる。
9 趣味であるトライアスロンに挑戦したい。海外へ。

利用者とかかわる時間が少なくつまらなかった。「このサービスは介護保険内ではできない」というのが苦痛だった。

9月からは３～４ヶ月ゆっくりと休みたい。事業所では何でもやらなければならず、一人で気張ってやってきた。
近隣事業所から異動。某職員の嘘の報告から私一人が悪者になっていた。上司に相談するも解決には至らず。うつになり

リーダーに対する不信、不満増大。私は何一つ悪いことはしていないのに何故私が異動の対象となるのか？

実家（▽▽県）に帰り他業界の仕事をしたい。やさしい手の待遇には文句はない。異動も提案されたが、実家に帰りたい一

結婚を機に▲▲市に引っ越すことになり○○店への異動を検討したが、体調不調の理由からご両親に継続勤務を反対さ

ご自身曰く、「能力の無さ？により残業でカバーし健康を害す。子供の保育園への迎えも遅くに自分が行く。近くで働きたい」
自分の未熟さ故、社内外に迷惑をかけていることがストレスになっている。やさしい手から離れ施設で働きたい。

ここの責任者がいる限りパワハラにより他職員も辞めざるを得ない。今まで何人辞めたことか？●●部長には報告はいっ

表 当社退職者過去８５人退職理由アンケート分類事例 

退職者過去８５人に退職理由アンケート 
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まず、私たち職場の人間関係が良くないことに関してなんとかしなければ
ならない。人間関係がよくない「不機嫌な職場」をごきげんにするための手
を打たないといけない。 
  
１．チームマネジメントの向上 
 
私たちは、各地域統括部責任者、エリアマネジャーなどのミドルマネジメン
トの方々に活躍いただいて個別のチームに向けたチームマネジメント向
上支援、関係良化支援などを具体化するとりくみを進めようとしている。 
特に、私たちは、当社で導入している職務役割主義の評価制度を活用し
て、各階層社員の最重要役割基準に「相互信頼とチームワークへの積極
的協力」位置づけて重要性を意識し具体的方法を学習してもらおうと企て
ている。 
私たちからの人材本位の明るい元気な働きかけが、組織風土をつくるよう
に思っている。 

「不機嫌な職場」をごきげんに！ 
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２．社員同士互いをどう思っているか 
全社のクレド（社員行動規範）に「社員間の相互の信頼」の項目を追加して、全社的日常的
行動として位置付ける。これを全社で毎朝唱和すると、サービス提供責任者は、互いの信頼
関係の重要性に気付きのではないかと期待をしている。このように「チームのメンバー同志
互いをどう思っているか」という環境の保全は、先に紹介されたサービス・プロフィット・チェー
ンで定義された社内サービスの質向上の考えと一致する。こうして作られた当社のクレドを
下記に示す。 

「不機嫌な職場」をごきげんに！ 

クレド  ～ やさしい手行動規範 ～ 

○安らかな生活 

 私たちは、お客様の豊かで穏やかな生活を望みます。 

○お客様優先 

 私たちは、お客様を最優先に考え迅速に行動します。 

○想いの実現 

 私たちは、常にお客様一人ひとりの想いの実現に向けたサービスを創造します。 

○相互の尊重 

 私たちは、常にチームへの感謝と思いやりの気持ちを大切にします。 

○社会的責任 

 私たちは、法を守り、地域社会に貢献します。 



16 

３．感謝と認知のフィードバック 
•私たちが注目していることとして、チームワーキングの崩壊に関して取り扱った最近の書物
に高橋克徳・河合太介著「不機嫌な職場~なぜ社員同士で協力できないのか」５）がある。 
•経営管理の専門家たちが書くこれらの文献によると、「組織全体でお互いを助け、協力し合
う関係がつくり出されていくためには『感謝』と『認知』のフィードバックを適切なタイミングで、
適切な内容で機能していくことが人間の行動を促進し、強化するのだという。これを理解し、
組織のメンバー全員で共有していくことが大事である」という。 
•「感謝という行為は次の感謝を呼び起こすという。感謝は連鎖し人の気持ちに働きかける大
きなエネルギーを持っている」という。このような感謝の行為は援助行為を強化していくことに
つながる。相手の喜びが自分の喜びとなると書かれている。 
•そんなの考えてみれば当たり前である！ 
 
•そういえば、私たちの職業はなんだったのだろうか。これはうっかりにもほどがある。 
•さらにここで認知のフィードバックが重要だという。相手がしてくれたことを自分にとってどれ
だけ素晴らしかったかを語ることが重要だという。しかも素直に！ 
•私たちはいつから素直でなくなったのだろうか。 
 
•こうして「一人ひとりが主役になる、一人ひとりが輝いて生きていくことを支援し合う協力関
係」を構築しなければならないと説かれている。 
•まさにこれだ！これこそあと一つ足らないパズルのピースだったのか。 

「一人ひとりが主役になる、一人ひとりが輝い
て生きていくことを支援し合う協力関係」 
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Ⅳ．環境分析 
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単位：千円 
☆2009年4月実績より 

１．訪問介護事業の損益分岐点分析 

１拠点あたりの規模の経済を生かして、貢献利益率（営業利益率）を向上させる。 

金額（千円） 人数(人） 単価（円） 金額（千円） 人数(人）
売上高 380,724 10,290

介護給付売上高 269,642 5,447 49,503 7,288 147.2
要介護1 42,587 1,243 34,261 1,151 33.6
要介護2 67,081 1,552 43,222 1,813 41.9
要介護3 65,696 1,163 56,488 1,776 31.4
要介護4 55,940 809 69,147 1,512 21.9
要介護5 58,209 680 85,601 1,573 18.4
過誤請求分 -19,871

予防給付売上高 53,174 2,668 19,930 1,437 72.1
要支援1 21,367 1,190 17,955 577 32.2
要支援2 32,485 1,478 21,979 878 39.9
過誤請求分 -678

その他訪問介護売上 57,908 1,565
売上原価 286,276 7,737

訪問介護員賃金 165,711 2,887 57,399 4,479 78.0
サービス提供責任者労務費 91,720 298 307,785 2,479 8.1

給与手当 70,761 1,912
賞与引当金 6,889 186
法定福利費 13,394 362
退職給与引当金 676 18

経費（原固定費） 28,831 779
販売費および一般管理費 34,580 935

販管人件費 13,126 26 504,846 355 0.7
一般管理費 21,454 580

営業利益 59,866 1,618
営業利益率 15.7% 15.7%

変動費 257,445 6,958
固定費 63,411 1,714

変動費比率 67.6% 67.6%
損益分岐点売上高 93,776 2,534

大店舗型の出店 
 
•売上規模は大きい 
•１拠点あたりの売上
高が1000万円 
•損益分岐点売上高
の4倍の額 
•「その他の売上」が
15% 
•利用者数は270人 
•1店舗あたり「管理
者」人数が少ない 
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売上高 

変動費 

固定費 

貢献利益 

売上高 

変動費 

固定費 

貢献利益 

１拠点あたりの規模の経済を生かして、貢献利益率を向上させ、経常利益率を向上
させる。 

訪問介護の損益分岐点売上高 ：2,534千円 

• 変動費に含まれる費用 
• 訪問介護員人件費 
• サービス提供責任者(常勤）人件費 

• 固定費に含まれる費用 
• 事業所賃貸借料 
• 事業所事務経費 

• サービス提供責任者(常勤）の職務内容 
• サービス提供責任者業務 
• （訪問介護計画作成・定期訪問・訪問介護
員同行指導・介護の目標の見直し、サービ
ス担当者介護の出席） 

• サービススケジュールの調整 
• 訪問介護員の労務管理雇用管理 
• 訪問介護員の就労スケジュール管理 
• 訪問介護員向け研修開催 

• サービス提供責任者（常勤）配置基準と業務 
• サービス提供責任者の業務は基準により
定められている 

• サービス提供責任者は法令配置基準が定
められている常勤者 

• 訪問介護委員10名が訪問介護月次450時
間に1名常勤配置 

• 固定費に含まれない費用（当社基準） 
• いわゆる管理者（エリアマネジャー・部責）
は固定費に含まれていない。 

• 訪問介護事業部の費用やシステムなどの
費用は固定費に含まれていない 

２．訪問介護事業の損益分岐点分析 
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１拠点の規模が大きい 

•訪問介護拠点あたりの利用者が多い。 

•1拠点においての営業エリア内の利用者獲得の「深堀」が可能であれば、1拠点
あたりの利用者数を拡大させ、1拠点あたりの規模の経済を働かせることにより、
貢献利益率（営業利益率）を向上させることができる。 

狭い地域範囲内のシェアを獲得 

•地域のシェアを拡大１拠点の規模を拡大する。 

•訪問介護事業の商圏を拡大するのは難しい。 

深堀を可能にする戦略 

•このようなことから、どのように「深堀」をおこなうことができるかということが、
「訪問介護のビジネスモデル」において最重要の課題であることが定義できる。 

•「深堀」のためには地域の同業他社ケアマネジャーからの支持が重大な鍵とな
る。 

•「深堀」のためには「顧客からの支持」がもっとも大きな課題となる。 

•「顧客からの支持」を獲得するためには当社がどのような価値を顧客に提供で
きるか明確に定義してそれを実現しなければならない。 

•指定訪問介護の基準の範囲内で「差別化」「優位性」をもたせる必要がある。 

３．訪問介護事業のビジネスモデル 
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Ⅴ．やさしい手訪問介護のビジネスモデルを
支える戦略 

 
顧客からの支持により地域を深堀する。 

顧客にとっての価値はなにか？ 
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1．戦略マップと戦略目標の関係 
（バランススコアカード） 

・顧客が「この人たちなら自分を大切にする」と期待する会社  

・成長性が高く、かつ収益性が高い会社 

顧客のニーズにもとづく、
確実な改善とフィードバッ

クをおこなう 

各種のビジネスシステムの
整合性を高め、標準化のレ

ベルを向上させる。 

人と企業のパート
ナーシップに基づく
戦略目標の達成の
仕組みをつくる 

財
務
の
視
点 

顧
客
の
視
点 

業
務
プ
ロ
セ
ス

の
視
点 

人
材
と
変
革
の

視
点 
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•
W

hy 

収益性と成長性の向上 

体系的な全社的
事業別OFF-JT、
OJT制度の確立 

人材育
成戦略 

生産性向
上戦略 

顧客価値
向上戦略 

財務戦略 
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２．財務の視点 ～財務戦略～ 

戦略の背景 
•他社に比較して売上原価の水準が高い。 
•収益性の低い事業が問題になっていた。 
•高い成長性が求められている。 

戦略目標：収益性を向上させながら、高い成長性を実現する。 

 
• 訪問介護を中心とした売上向上策を講じる。 

 
• 訪問介護事業所の多店舗展開を推進する。 

 
• 収益性の低い事業のてこ入れをし、収益寄与を高める。 

 
• 本社費などの固定費を中心として、費用削減を進める。 
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３．顧客の視点 ～顧客価値向上戦略～ 

戦略の背景 

– サービス提供地域にて、競合がすすみ、顧客のニーズへの対応力が高くないと新
規獲得が難しくなってきてる。 

– ニーズの把握のためには、確実な定期訪問が必要である。 

– 定量化された顧客満足のデータ空の分析は重要である。 

• 個別のサービスを管理する訪問介護計画や居宅サービス計画にもと
づくマネジメントサイクルを強化する。 

• 定期訪問により獲得した利用者ニーズを確実にサービス提供内容の
改善に用いるとともに、確実に顧客、ケアマネジャーにフィードバックす
る。この改善とフィードバック頻度について定量測定し、目標管理の評
価に結びつける。 

• 半期ごとにCS調査をおこない、その値を目標管理上の評価項目とする。
CS調査結果の値を定点観測し、事業所マネジメントにフィードバックす
ることを制度化する。 

戦略目標：顧客のニーズにもとづく、確実な改善とフィードバック
をおこなう 
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３．顧客の視点 ～顧客価値向上戦略～ 

戦略の背景 
– 顧客のニーズへの対応力が高めて新規獲得をおこなう。 

– 具体的個別案件ごとの提案に基づくPR活動が営業業績向上のために効果が高い 

 
• ヒアリングや定期訪問により獲得した利用者ニーズを、①確実にサービス提供内容の改善に用いるとともに、②確実に

顧客、ケアマネジャーに適時フィードバックする。これらの行動は③常に管理者によって進捗状況の管理を行い実行の徹
底を図る。 

  【対象事業】 
  訪問介護、通所介護、巡回型、訪問入浴、福祉用具レンタル、居宅介護支援、人材紹介派遣 

顧客のニーズにもとづく、確実な改善とフィードバックをおこなう 

訪問介護
計画書の
内容審査 

訪問介護
員へのヒ
アリング 

利用者宅
への定期

訪問 

計画レ
ビュー（作
戦会議） 

改善提案 
ケアマネ
承認 
協力 

サービス
に反映 

行動展開 

利用者満
足・ケアマ
ネ満足 

次回新規
受注 

情報システム活用によりチーム全体で進捗管理 

１．目標管理による定量評価 ２．プロセス進捗管理 ３．問題物件の把握と積極的課題解決 

訪
問
介
護
事
業
部 
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居宅介護支援のＰＤＣＡサイクル 
具体例 

P：計画 

D：実行 

C：評価 

A：見直し 

項目 居宅介護支援事業の主
要なPDCAサイクル 

アセスメント、および
居宅サービス計画

の作成 

居宅サービス計画に基づく
サービス選定サービススケ

ジュールの管理 

モニタリング 
（設計の妥当性確認） 

モニタリングに基づく居宅
サービス計画の見直し 

ISO9000 要求事項 
のPDCAサイクル 

7.3 設計開発 

7.5 製造およびサービ
 ス提供 

8.2 監視、および測定 

8.5 改善 

当社においてはISO9000の要求事項のPDCAサイクルを個別援助計画
の業務プロセスに応用し標準化してます。 

PDCAサイクルの考え方の応用 
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訪問介護のＰＤＣＡサイクル 具体
例 

P：計画 

D：実行 

C：評価 

A：見直し 

項目 訪問介護事業の主要な
PDCAサイクル 

利用者ニーズの把
握、および訪問介護

計画の作成 

訪問介護計画に基づく、訪
問介護サービス提供 

計画的な定期訪問を行う
ことによる 

サービスの妥当性確認 

定期訪問による妥当性確
認に基づく訪問介護計画

の見直し 

ISO9000 要求事項 
のPDCAサイクル 

7.3 設計開発 

7.5 製造およびサービ
 ス提供 

8.2 監視、および測定 

8.5 改善 

当社においてはISO9000の要求事項のPDCAサイクルを個別援助計画
の業務プロセスに応用し標準化してます。 

PDCAサイクルの考え方の応用 



28 

居宅サービス計画と訪問介護計画の 
PDCAサイクル連動 

訪問介護計画のPDCA 
サイクル 

居宅サービス計画 
のPDCAサイクル 

訪問介護計画のPDCAと居宅
サービス計画のPDCAが連動し、
利用者サービスが継続的改善
が推進されるようシステムが標
準化されている。 

PDCAサイクルの連動 
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４．業務プロセスの視点 
～生産性向上戦略～ 

戦略の背景 

– 現在各種のビジネスシステムはそれぞれは高度に仕組まれているが統合的ではな
い。 

– 新システムの導入により、事業所の定常的業務は合理性が高まった 

 
• 顧客のニーズへの対応の精度やスピードを高めながらも、情報システ

ムを活用し、徹底した運用の標準化を推し進める。標準化は一方で継
続的改善のしくみを確実なものにする。多事業所展開を可能にする適
切なビジネスシステムを得る。 

• 各種のビジネスシステムの整合性を高め、標準化のレベルを向上させ
る。これにより事業所の競争優位性を高める。 

戦略目標：各種のビジネスシステムの整合性を高め、標準化のレベ
ルを向上させる。 
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標準オペレーションの継続的改善 

や
さ
し
い
手

パ
ッ
ケ
ー
ジ 

介
護
事
業
所 

各種のビジネスシステムの整合性を高め、標準化のレベルを向
上させる。これにより事業所の競争優位性を高める。 

標
準
の
遵
守 

継
続
的
改
善 

ＩＴシステム 

予実分析・業績管理制度 

高度な雇用管理ｼｽﾃﾑ 

日常管理業務 

サービスマネジメント 
標
準
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
最
適
化 



31 

訪問介護小規模チームの職務権限 

正三角形 

三面等価の図式 リーダー・メンバー合わせて3人の
小チームであっても 
セルフマネジメントで業績管理 
 
小さな組織のリーダーに大きな裁
量・権限を委譲 
 
 

最小業績管理単位
は小チーム 

業績管理単位 業績責任範囲 

職務権限範囲 
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訪問介護チームリーダ 

訪問介護チームリーダ 

サービス提供責任者 

サービス提供責任者 

サービス提供責任者 

訪問介護チームリーダ 

訪問介護チームリーダ 

非常勤訪問介護
員およそ30名 

当社訪問介護事業所の組織構造 

サービス提供責任者 

サービス提供責任者 

サービス提供責任者 

非常勤訪問介護
員およそ30名 

地域マネジャー ××訪問介護事業所 

△△訪問介護事業所 

○電子カルテで利用
者情報共有 

○チームで利用者へ
の働きかけを共有 
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５．１．人材と変革の視点 
～人材育成戦略～ 

各種の戦略目標の達成のために、人と企業のパートナーシップに基づき、
下記の人材マネジメント施策を実施する。 

①目標管理にもとづく戦略貢献の評価による目標達成の支援の仕組み作り、
セルフマネジメント能力の向上を進める。 

②エンプロイアビリティー（人材価値）の向上をねらいとした人事ローテーショ
ンや選抜教育制度に基づくリーダー人材の育成 

③納得性の高い評価・処遇制度への改善とフィードバックによる従業員支援 
④キャリア開発支援の制度の開発と社内管理者のコーチング・メンタリング

能力の開発、タイムマネジメント教育体制の向上による就労環境の向上 

戦略の背景 

– 競争優位性の源泉は有能な人材の定着の向上とそれによる組織内の経営的情報
資源の蓄積である。 

– 介護事業においては、正社員から登録型非常勤社員まで雇用形態がさまざまであ
り、雇用の考え方がさまざまである。 

戦略目標１：人と企業のパートナーシップに基づく戦略目標の達成
の仕組みをつくる 



34 

人と企業のパートナーシップに基づ
く戦略目標の達成の仕組みをつくる 

人材マネジメント 
の提供する価値 
（デリバラブル） 

と活動 

企業の視点 

人の視点 

短期 

長期 

短期 

長期 

成果としての戦略 
達成への貢献を高める 

戦略的に考えることが 
できるリーダーを供給する 

公平で情報開示に基づい 
た評価と処遇を提供する 

人材が価値を高め、その
なかで、働きがいと働きや
すさを獲得する 

戦略目標と一人一人の貢
献を適合する仕組み 

キャリアと経験を通じた 
選抜育成 

フィードバックと従業員 
支援 

キャリア開発支援 

全社員の定期個別面談 
目標管理シートの運用によるパ
フォーマンスマネジメント 

人材価値向上を目的とした人
事ローテーションの継続 
業績・役割評価上位者への早
期選抜研修 

全社員の取得得点の開示 
従業員支援のための適時の
フィードバック 
目標管理運用技術研修の徹底 
賞与算定基準の開示の推進 

長期のキャリアプランによるエ
ンプロイアビリティの向上支援 
メンター制度 
コーチング技能研修の発足 
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目標管理にもとづく戦略貢献の評価による目標達成の支援
の仕組み作り、セルフマネジメント能力の向上を進める。 

目標達成プロセスを支援
する。 

貢献を評価する 

育成する 

戦略を決定する 

処遇を決定する 次の職種やキャリアステー
ジについて意思決定する 

戦略から導かれた貢献の
期待を明確化する 

方針展開と目標管理による 
パフォーマンス・マネージメント 

期待貢献とコンピテンシー
に関する目標を設定する 達成への行動 

戦
略
展
開

 

○業績成果を上げることができる人材にな
ることが人材価値向上になる。（組織と人
材の目標のすり合わせ） 

○人材マネジメント＝パ
フォーマンスマネジメント
（成果主義の活用） 
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エンプロイアビリティの向上をねらいとした人事ローテー
ションや選抜教育制度に基づくリーダー人材の育成 

サービス提供責任者リー
ダー候補者研修 

地域マネジャー候補者研修 

地域マネジャーリーダー候
補者研修 

地域統括部責任者候補者
研修 

サービス提供責任者 

サービス提供責任者リー
ダー 

地域マネジャー 

上級地域マネジャー 

別事業セグメントＭ 

ケアマネジャーリーダー 

 

本社部署責任者補佐 

別事業セグメント課長 本社部署責任者 

ケアマネジャー 

エンプロイアビリティの向上をね
らいとした人事ローテーション 

エンプロイアビリティ＝人材の価値 
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納得性の高い評価・処遇制度への改善と 
フィードバックによる従業員支援 

職務給制度と目標管理制度 

評価制度 制度の内容 対象 

成績（業績）評価 職務基準に基づく評価 

目標管理制度の導入 

ポイントに基づく算定 

賞与 

職務・役割基準による評価 役職・職務の難易度を評価し支給 月例給与 

評価制度 制度の内容 対象 

成績（業績）評価 一般的成績考課基準に基づく評価 

業績に基づくポジショニング評価 

賞与 

職能評価 役職・職務の職能等級を評価し支給 月例給与 

一般的成績考課、職能等級制度 

一般的成績考課、職能等級制度から、職務役割基準に基づく評価と、目標管理制度による評価の制度体
系へ移行し、評価処遇の納得性の向上を図る。 
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キャリア開発支援の制度の開発と 
社内管理者のコーチング・メンタリング能力の開発 

１．自分が何が得意で、何ができるのか（コアコンピタンス） 

２．自分は何がしたいのか（ドメイン） 

３．自分は何をするべきなのか（理念・価値観） 

従業員個人のキャリアについての意識の形成 

上司やメンターによるコーチング・メンタリング 

会社による個別メンターの設定 

管理者向けコーチング・メンタリング能力開発プログラム 

個人の主体的なキャリア開発の実現 
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在宅介護事業従事者のキャリアパス 

サービス提供責任者 

サービスプ提供責任者
リーダー 

ラインマネジャー 

統括ラインマネジャー 

地域統括部責任者 

セグメント経営責任者 

サービス提供責任者業務 

    サービス提供責任者グループのリーダー 

サービスプロセス管理者の取りまとめ 

地域管理単位の統括 

地域統括部の責任者 

事業セグメントの経営責任者 

非常勤介護員登用 
スクリーニング 

○働きながら資格を取得し、社内の人材育成システムにより学歴・経歴や取得資格に遮られることな
くキャリアアップが可能なシステムになっている。（医療業界では考えられない環境にある。） 

○介護従事者のキャリアパスの実際は、各部門間のローテーションを行いながら、キャリアアップが
進む。環境変化が早い当業界においては、垂直的なキャリアアップは人材価値向上・環境柔軟性・
多様性の受容という点で本人にとっても長期的不利益を提供してしまう。 
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人材と変革の視点 
～人材育成戦略～ 

•人材マネジメント 
– 人材マネジメント情報システム活用し、採用・育成・評価・処遇の機能を

統合し、全社各サービスライン、各階層ごとににおいて実行される、Oｆｆ－
JT、OJTの体系化をすすめ、人材育成制度の充実を図る 

•目標管理制度の運用による目標設定と達成支援 
•事業別階層別OJT制度の確立 
•OFF-JT制度とOJT制度の連動 
•非常勤向け人材マネジメント施策の確立 

戦略の背景 

– 個別の人材マネジメントのための情報システムインフラの整備 
– 人材の採用・育成・評価・処遇の施策の整合性が重要性 
 

戦略目標：体系的な全社的事業別OFF-JT、OJT制度の動的な連携 
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体系的な全社的・事業別OFF－JTの確立 

各事業 
本部 

教育担 
当部署 

人事部 

事業別専門教育 

選抜育成制度 
階層別教育 

訪問介護事業部 

事業別専門教育 

選抜育成制度 
階層別教育 

住環境事業本部 

事業別専門教育 

選抜育成制度 
階層別教育 

居宅介護支援事業部 

事業別専門教育 

選抜育成制度 
階層別教育 

通所入浴事業部 

一般的なマネジメント教育・リーダーシップ教育 

基礎的人材育成プログラムの提供 

各プログラムの体系と全社整合性の確保 

○各事業部では、事業別の専門教育が主体的に行われる。現場に即した業績に直結しやすいテーマの
教育研修が行われている。人事部では全社共通の教育訓練を提供する。 
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事業所内OJTの制度化と 
目標管理制度との連動 

財
務
の

視
点 

顧
客
の

視
点 

業
務
プ
ロ
セ

ス
の
視
点 

人
材
と
変

革
の
視
点 

個
人

目
標 

目標管理シート 

職務役割基準 

職務能力と職務基準書の突合評価 

職務能力の課題を抽出 

課題解決にプライオリティをつける 

上位課題の解決目標を設定 

具体的行動計画を策定 

定期個別面談で達成支援 

• 訪問介護計画作成指導能力
の向上 

• 研修講師ができるようになる。 

• マーケティング能力の向上 

行動成果 
職務能力 

突合
課題
設定 

○現グレードの職務基準書に記載されている
職務役割基準と自らの行動成果と職務能力
を照らし合わせて、課題を見つけ出し、プラ
イオリティの高いものを次期達成すべき目標
として位置付ける。 
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目標設定と達成支援の学習効果が高い 

OFF－JT 
（集合研修） 

OJT 
（現場実習） 

目標設定と 
達成支援 

学習の成果・組織業績 

研
修 

場
の
設
定 

○人材の学習の効果は目標設定と達成支援などの場の設定をおこない、自由度が高くや主体性が求められ
る環境における行動をともなうことにより学習の効果が高まる。それはいわゆる研修よりも効果が高い。 

自由度や
主体性が
高い！ 
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Ⅵ．社内サービスの質を上げる 
～キャリアビジョンシステム 

新入社員の不安に打ち勝つ支援 
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新卒社員1年生インタビュー 

入社後10ヶ月の新卒入社1年目の女性で訪問介護事業所のサービス提供責任者にインタ
ビューをおこなった。 

•「4月入社後2ヶ月のセミナーを行ったのちに都内訪問介護事業所に配属された。はじ
めは電話に出ること自体が恐怖であった。配属後訪問介護員1級課程を受講し10月
に卒業した。その後4ヶ月たってやっと仕事の全体の流れやつながりが見えてきたとこ
ろ。」 

•「新卒入社5年目の先輩であるリーダーもとは、なかなか良い関係を作ることができて
いる。チームのリーダーや他のサービス提供責任者は、自分に気にかけてよく話を聞
いてくれて、わからないことについて丁寧に教えてもらっている。」 

•「重度の要介護者のサービスも訪問介護員に何回も同行してもらって教わって励まさ
れてできるようにもなった。とても感謝している。」 

•「ここに来て自信がついてきた。チームのメンバーや同期の仲間にとても感謝してい
る。今後は困難事例に対応できるよう、サービス提供責任者としての能力を上げるこ
とを目標としたい。」 

•「入社して半年はとても不安が大きい。その不安は『自分がちゃんと仕事を覚えられ
るか。』『何か失敗してしまったらどうしよう』『どのように対応してよいかわからない』と
いった不安がある。入社半年は誰しもがそのような不安をもつのではないか。その不
安は、チームのサービス提供責任者達や、同期の仲間との信頼関係の実感によって
支えられた。」 
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新卒社員２年生インタビュー 

入社後1年10ヶ月の時点である新卒入社2年目の女性の巡回型訪問介護員の正規社員に
インタビューをおこない、やめないでがんばれる原因について聞いた。 

•「今の職場では、チーム内の人間関係がうまく行っていない。特にベテランの非正規社員たち
が高いプライドもっており、互いに譲り合えなくてぶつかり合うということがあって困っている。
介護技術について未熟である自分達若い社員にも非常に強い調子で指摘されることがあり、
つらかった。」 

•「さらに、深夜帯の自動車により巡回訪問介護では、安全の確保が特に不安で怖い状況にあ
るという。これは現在でも解消されていない問題である。」 

•「新卒1年目には、利用者をサービス中に転倒させてしまったことがあった。このことでずいぶ
んめげてしまった。利用者家族からも励まされてなんとか持ち直した。」 

•「そんな中でこれまでがんばれた原因の１番は、同じフロアに２人の新卒入社同期が支えてく
れたことだという。くじけそうになったとき、彼らは絶対助けに来てくれる。こころの変化に気づ
いてくれて声をかけてくれる。遠慮なくものを言うことができる。そういう同期の仲間がいること
によりがんばれた。」 

•「がんばれる理由の2番目としては業務のことで自分が納得できてない様子を見て上司がわ
かるまで丁寧に説明してくれることだった。」 

•「3番目は自分が抜けるとメンバーに迷惑をかけてしまうので抜けられないとおもっている。ま
わりにがんばっている人がいるのでがんばらなきゃと思う。」 
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新卒社員４年生インタビュー 

入社4年目になる現在サービス提供責任者チームのリーダーをしている女性にインタ
ビューをおこなった。 

• 「入社1年目は通所介護事業所（デイサービスセンター）に配属された。2年目に訪問介護事業所
に配属されてそれ以降はサービス提供責任者をしている。今はチームのリーダーを務めてい
る。」 

• 「1年目の通所では多くのよい仲間や上司先輩に面倒見てもらいやりやすかった。」「『介護技術
がない』『利用者どのように接するべきか』『ケアマネジャーとどのように関わっていくか』これらの
不安があった」 

• 「不安の内容は、わからないことが多い。ゆっくり聞く時間がない。仕事を覚えるまでがつらいな
ど」「これらの不安は、先輩たちがきちんと教えてくれたことが、不安を次々と解消し心折れず前
向きにやっていくことの原動力となった。同期入社の仲間も相談する大切なメンバー」 

• 「その後訪問介護事業所に異動する。サービス提供責任者資格をとった。昨年からチームリー
ダーになった。リーダーになって大変だったのは、チームのメンバー2人とも年上のサービス提
供責任者だった。同じ方向にもっていくとかベクトルをあわせるというのが難しくわからなかった。
最近はリーダー職務もなれてきた。これまでの1年目通所介護員2～3年目サービス提供責任者
4年目サービス提供責任者チームリーダーと4年間のキャリアのなかでは要所、要所で仕事が大
変きつかった。2～3年目は上司のリーダーが厳しかった。しかし周りに自分が信頼する仲間が
いて安心して相談できる体制があったので乗り越えられてきた。」 



48 

キャリアビジョンシステムの稼動 

•個別のキャリアビジョン作りの支援 

【キャリアビジョンシステムの運用】 

–本人の将来のキャリアの希望や不安について記載入力 

–人事部と事業部長のみが閲覧可能 

–人事部と事業部長がその内容をふまえ、本人主体の次期キャリアパスを設定 

 

•メンター制度の活用による新入社員支援 

【メンター制度の運用】 

–新卒社員をメンティとして、メンターを設定 

–メンターはメンティと異なる部署の2～5年先輩を設定 

–メンターとメンティは定期的に面談をおこなう。 

–キャリアビジョンシステムを活用しメンターとメンティとの面談のプロセスを共有する。 

–職場で起こる疑問に対する相談にのったり、自らの経験を踏まえてアドバイスなどをおこ
なう。 
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経営ビジョン 

組織構造 

業務フロー 

目標設定 

計画の実行 

目標達成の評価 

職務役割基準による評価 

課題の把握 

次期目標の設定 

年次学習目標の設定 

四半期学習目標の設定 

次期目標の設定 

方針展開 

職務役割 
基準 

個別研修プログラム 

研修カリキュラム 

月例給への反映 

賞与への反映 

人事考課 

人事考課 

職務役割評価制度による人事考課プロセス 

目標管理制度による人事考課プロセス 

人材開発システム 

人材フローへの反映 

キャリアビジョンの設定 

個別の学習支援 

人材フローシステム 

経営ビジョン～人材マネジメントへの展開 
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Ⅶ．まとめ 
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まとめ 

わたしたちは、訪問介護の最大の経営課題は、「いかに、個別の訪問介護員がご利用
者一人一人の生活をささえ、はげまし、はたらきかけ、個別の利用者の生活をより充実し
たものに近づけていくことを着実に進めていくか。」と定義しています。 
 
こうした背景のなか、「訪問介護員1人1人の利用者へ向けた着実な行動を支えるモチ
ベーションを高める経営」をどのように実行に移していくかということは組織全体から課せ
られた経営者に対するもっとも重大な責任の一つです。 
 ご利用者の「人間としての前向きなお気持ち」をささえるためにはまさに、直接はたらき
かけとサービスをおこなう訪問介護員が「前向きな気持ち」であることがわたくしどもの
サービスのカギと考えています。 
 
一方、訪問介護員の活躍を支えるのは、サービス提供責任者などの常勤専門職です。 
訪問介護員のモチベーションは、サービス提供責任者らの働きかけに負うところが非常
におおきいと考えます。 

「一人ひとりが主役になる」 
「一人ひとりが輝いて生きていくことを支援し合う協力関係」 



52 

まとめ 

「職場の人間関係づくり」の充実を図ることが相対的に重要性を増してきてい
ます。そのためには、サービス提供責任者と訪問介護員、サービス提供責任
者同士がともに「一人ひとりが主役になる、一人ひとりが輝いて生きていくこ
とを支援し合う協力関係」を構築しなければなりません。 
 
今後、社員間相互信頼のための施策拡大と風土づくりに積極的に取り組み、
常勤社員の定着の促進を進めて、全事業を通じて習熟度を向上させ訪問介
護員や利用者への働きかけによるサービスの満足度を向上させたいと考え
ています。 
 
私たちはサービス・プロフィット・チェーンというフレームワークに沿って訪問
介護員やサービス提供責任者のモチベーション向上に向けた努力を心折れ
ずに継続したい。そして全社員が協働してすべて顧客の価値の創造を実現
することをめざします。 
 

「サービスプロフィットチェーン」 
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まとめ 
～介護事業の収益性向上のための人材マネジメント～ 

サービスプロフィットチェーン 
顧客に満足をもたらすことができる自信と誇りが従業員満足の源泉となる。 
従業員満足が顧客満足や顧客ロイヤリティを獲得収益性を向上させる。 
従業員が仕事、同僚、そして会社をどのように思っているかが社内サービスの質 

ご機嫌な職場をつくる 
社員間の相互信頼が組織に感謝を連鎖させ、援助行為を強化する。人を育てる。
定着させる。 

顧客価値創造戦略 
顧客のニーズにもとづく、確実な改善とフィードバックをおこなう。 

生産性向上戦略 
各種のビジネスシステムの整合性を高め、標準化のレベルを向上させる。 

人材育成戦略 
人と企業のパートナーシップに基づく戦略目標の達成の仕組みをつくる 

介護事業の収益性を上
げる人材マネジメント 

キャリアビジョンシステム 
新入社員の事例をもとに経営から個人のキャリアビジョンの展開を説明 
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ご清聴ありがとうございました。 

「Aging In Place」地域居住 
と 

「Social Inclusion」社会包摂 
の実現に向けて 



2

介護事業者プレゼンテーション資料
（社会福祉法人あかね）

資料７



人材獲得のための 
ブランディングと 

新たな採用戦略 

社会福祉法人あかね 
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・総合福祉施設：4 
・デイサービスセンター：3 
・サービス付き高齢者向け住宅：3 
・認可保育所：1 

設  立：平成7年3月 
従業員数：約720名 
     （正社員約200名） 
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新卒採用戦略 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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新卒採用戦略に至る背景 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

一般大学生をいかに引き入れるか 

以前は福祉系専門学校からの人材獲得が中心だったが… 

・協調性はあるがリーダーシップに乏しい人材が多くなった 
・活気が生まれにくい（ふわ～っとした会社の空気） 
・競争激化必至の介護業界で、競争力の低下を危惧 

競争が苦手で人当たりのいい性格の人材が集まる 
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福祉の就職フェア 

介護業界の採用活動時期に比べ 
一般大学の学生は7ヶ月前から開始 

12月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 翌年１ ２ ３月  

開始 福祉系大学生 

開始 一般大学生 

約7ヶ月早い 

優秀な人材は我が社と一般企業と見比べている 

就活生の活動時期 
一般学部生と福祉学部生の動きの違いをみる 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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一般企業の採用活動(一般学部生の就活)フロー 
新卒採用戦略 

12月 

1月 

2月 

3月 

4月 

5月 

 

6月 

情報サイトOPEN（リクナビ・マイナビ） 

会社説明会スタート 

1次選考開始～2次、3次 

最終選考 

第１陣内定 

採用活動終了 

 

福祉人材の就職フェアスタート 
※内定辞退分を見越し不足人員を補充 

一旦終了 

8月末頃には、完全に採用活動終了 ※弊社の場合 
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・一般大学学生は、ほぼ求人ポータルを使用    
 

・質の高い学生に対して情報発信ができる 

求人ポータルサイトへの参画は必須 

新卒採用戦略  

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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一般企業の採用フロー例  

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

新卒採用戦略 

それぞれのフローから 
次のフローへ呼び込める

「力＝魅力」 
が必要になる 

会社説明会 

一次面接・筆記試験 

二次面接・グループワーク 

最終面接 

内定 

内定承諾 

リクナビ・マイナビからのエントリー 
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Q 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

新卒者アンケート 
新卒採用戦略 

※当社の会社説明会参加者にアンケートをとった集計結果 

会社説明会で最も知りたいこと、聞きたいこと
は何ですか？ （複数選択可） 

 項目 重要 最重要 

 他社との違いや独自性 60% 22% 

 仕事内容 63% 19% 

 先輩スタッフの声 54% 14% 

 社風・雰囲気 66% 12% 

 理念やビジョン 49% 12% 

 求める人物像 40% 6% 

 教育・研修制度について 36% 3% 

 事業（サービス）内容・ビジネスモデル 29% 2% 

 福祉業界の話 27% 2% 
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人材獲得への取り組み 
新卒採用戦略 

徹底的なブランディング 
（イメージ戦略と情報発信） 

多くの取り組みを最速で実行しデザインチームが情報発信 

一般企業のような 
介護企業 

おもしろそうな会社 
先進的・スピード感 

他の福祉法人 
とは違う 

期待させるブランディング 
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キャリア形成 
ブランディング 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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キャリア形成 
ブランディング 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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キャリア形成 
ブランディング 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

技術のキャリアアップ 
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キャリア形成 
ブランディング 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

人間力・ホスピタリティのキャリアアップ 
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キャリア形成 
ブランディング 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

※ケアマイスターの例 
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キャリア形成 
ブランディング 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

※ケアマイスターの例 
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即プロとは、新人が即現場で活躍できる介護の
プロに上達する実技特化型プログラム 

他社にない研修プログラム 
ブランディング 

我流介護を捨てる 

美しさに加え、 
速さを追求する 

新人が別々の先輩から指導を
受けるのをやめ、あかね流の
理論に基づいた統一介護を徹
底的に学ぶ。 

速さと美しさを兼ね備えてこ
そ一流の技術。合格タイムを
クリアするまで徹底追求！ 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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他社にない研修プログラム 
ブランディング 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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介護業界にデザインの重要性を提案 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

ブランディング 

妥協のない空間=自分たちの職場環境になる  
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介護業界にデザインの重要性を提案 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

ブランディング 

ユニフォーム・イノベーション 

業界内に納得できるものがなければ自分たちで生み出す  
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ブランディングーWEBサイトー 

新卒採用戦略 

法人WEBサイトの定期更新 採用専用サイトの作成 

・見る年齢層に合わせたテイストも大切 
・求職者へ呼びかけるメッセージページ 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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ブランディングーブログ・SNSツールー 

新卒採用戦略 

ブログやFacebook等のSNSで、積極的に賑やか
で楽しい雰囲気を発信 

一味違う内容で 1日600アクセス / 月2万ビュー超の人気ブログに 
Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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ブランディングー魅せるパンフー 

新卒採用戦略 

リクルート専用パンフの作製は必須 
学生が知りたい情報と、施設を探す家族が知
りたい情報は全く違う 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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Ｈ24年  兵庫福祉の就フェア 

就職フェアでのブース作りも魂を込める 

ブランディングー就職フェアでの差別化ー 

新卒採用戦略 

一般企業では当たり前
のブース作りも福祉業
界ではまだまだ浸透し
ていない… 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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 福祉の就職フェアブース 

ブランディングー就職フェアでの差別化ー 

新卒採用戦略 

採用活動にも競争原理が働く 
Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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ブランディングー就職フェアでの差別化ー 

新卒採用戦略 

就職フェアでは数少ない学生を 
いかに自社ブースに呼び込むかが勝負！ 

とにかく勧誘人員が多い！ 

会場内のいたるところでパンフが

配られ、言葉巧みに自社ブース

へ連れて行く！ 

主催者（社協など）が勧誘を禁止。フェア参
加企業の人員数を制限する場合も。 
参加企業は会場内でパンフレットを配布する
ことも許されない。（兵庫県の場合）自社
ブースの前だけ。 
当社がおそらく勧誘・会場内パンフ配布を
行った最初の企業だが、今では厳重注意を
受ける始末。 
理由：「他の法人様からクレームが来るから」 

一般企業がメインの合説 
福祉の就職フェア 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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新卒採用戦略 

・人材不足を嘆くだけで何もせず、行動を起こした企業に
クレームをつける 

・人を集めるための就職フェアなのに、集めようとする企
業の行動制限をする主催者 

迫りくる本当の人材不足が認識出来ているか?! 
福祉業界が人材不足を嘆くにはまだ早すぎる！ 

人材も顧客も 
「来るのを待つ時代はとっくに過ぎ去り、 

   自らの手で努力し獲得すべき存在である」 

現在の福祉業界を取り巻く実情とは  

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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ホームページデザイン イメージムービー 

瞬活 
朝 説明会スタート！夕方には３回の面接終了、 
その日に結果を出す採用活動 

遠方からの学生
に大好評！ ！ 

フェイスブック（SNS）を利用して情報を拡散、告知を行う 

ブランディング―他社にない就活手法を提案― 

新卒採用戦略 
 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  
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一般企業の採用活動フロー例 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

新卒採用戦略 

会社説明会 

一次面接・筆記試験 

二次面接・グループワーク 

最終面接 

内定 

内定承諾 

58％ 

71％ 

リクナビ・マイナビからのエントリー 

会社説明会から 
一次試験への 

参加率は最重要  

283名 

164名 

116名 
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⇒
 

記憶に残る会社になるために演出を惜しまない 

ブランディングー魅せる会社説明会ー 

新卒採用戦略 

目と耳に訴えかける心を揺さぶるムービー 

④ご利用者との実話 
最後は感動させる 

③あかねグランプリ 
取り組みの説明 

②キャリア形成 
スキルアップ制度 

⇒ 

⇒ 

① オープニング 
心をつかむ 
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一般企業の採用活動フロー例 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

新卒採用戦略 

人材を選ぶことができる 

質の向上につながっていく 

＝ 

会社説明会 

一次面接・筆記試験 

二次面接・グループワーク 

最終面接 

内定 

内定承諾 

58％ 

71％ 

合格率  
51％ 

合格率  
51％ 

合格率  
70％ 

76％ 

リクナビ・マイナビからのエントリー 283名 

164名 

116名 

59名 

30名 

21名 

16名 

18％ 
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大阪府立大学 

神戸市外国語大学 

同志社大学 

立命館大学 

関西学院大学 

神戸女子大学 

龍谷大学 

千里金蘭大学 

京都経済短期大学 

採用戦略の成果 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

新卒採用戦略 

 平成25年度新卒採用実績 
福祉系 

17％ 一般 
大学 

83％ 

数年を経て、高学歴の学生も入社するように変化 
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中途採用戦略 
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従来の求人方法 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

中途採用戦略 

ハローワーク 介護求人ポータル 
・カイゴジョブ・介護求人ナビ 

新聞折り込み求人チラシ 
・アイデム・ディースター 

求人フリーペーパー 
・タウンワーク 

かかった費用に対する 
レスポンス 反応が薄い 
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中途採用戦略 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

しかし未経験者は 
介護に対する不安が大きい 

介護をしたことがない人々に 
アプローチし、門戸を広げたい 
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• 介護技術への不安を無くし、敷居を下げる 
• まずは介護の現場を知ってもらう 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

新たな採用戦略 
中途採用戦略 

「サポート職」 新設 
介護職の業務をサポートする役割。 

具体的には食事の配膳やリネン交換を担当 
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大きい 
枠から 

 
 

小さい枠へ 

介護特集に掲載 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

サポート職の求人（タウンワーク） 

中途採用戦略 

費用14万円 費用1万6000円 
応募件数：25件 応募件数：33件 

未経験者特集に掲載 
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• 約5×4cm 
• 学生OK 
• 2時間～でもOK 

Copyright © 2013.社会福祉法人あかね All Rights Reserved.  

サポート職の求人 
中途採用戦略 
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「サポート職」 
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サポート求人の効果と仕事 
中途採用戦略 
 

時給の差はあれど、サポート職への応募が続々 

時給800円 

介護士 
時給1000円 

広告費が同額なら10倍の応募となる計算 

•シーツ交換 
•食事配膳 
•トイレ誘導 
•フロア見守り 
•入浴介助 
•オムツ交換 
•食事介助等 

介護士の仕事 

サポート職 
が担当 
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サポート職から介護士へ 
中途採用戦略 
 

応募者 
•資格があるだけの未経験者 
•ブランクがある 
•無資格の未経験者 

介護士へ育成 

社内初任者研修 即プロ研修 
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介護業界には、人材戦略・採用戦略が 
圧倒的に不足している。 

二段構えで民間企業と肩を並べて人材を取り
合えるようになっていかなければならない 

①企業のブランド力をしっかりと高める 

②しっかりと情報発信する 

・他社にはない給与制度  ・即プロ研修 
・ケアマイスター制度  ・サービスマイスター制度 
・介護オリンピック あかねグランプリ  ・ユニフォームイノベーション 

・ブログ  ・Webサイト ・Facebook  ・twitter  
・リクルート専用パンフ 
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企業理念 
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（第1回検討委員会 資料５） 

介護人材確保に関する現状と論点（案） 

参考資料１ 



 
Ⅰ．介護人材確保に関する現状 
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１．介護人材の状況 （１）従事者数の推移 

35.7 40.9 45.0 51.7 59.3 65.7 70.0 74.1 77.0 79.8 80.1 84.5 19.2 
25.2 

30.6 
36.8 

40.9 
46.8 48.6 50.1 51.0 54.5 53.3 54.7 
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平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

非常勤

常勤

（単位：万人）

54.9
66.2

75.6
88.5

100.2

112.5 118.6 124.2 128.0
134.3 133.4 139.2

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料を基に日本総研作成（平成23年度の数値を追加） 



１．介護人材の状況 （２）労働力人口に占める介護人材の割合 

3 

• 労働力人口に占める介護人材の割合は、平成１２年の０．８％から平成２３年の２．１％へと高まっている。 

• 労働力人口は平成１９年から平成３７年にかけて約５～1３％程度減少すると見込まれる一方、必要となる介護人材は倍増すると
推計されており、労働力人口に占める介護人材の割合は４％に達する可能性がある。 

出典： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18(2006)年12月推計)」、雇用政策研究会「労働力人口の見通し(平成19年12月)」、社会保障国
民会議「医療・介護費用のシミュレーション」、総務省「労働力調査」、「人口推計」、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「医療・介護に係る長期推計」、独
立行政法人労働政策研究・研修機構「2006年度 労働力需給の推計」 

注：平成23年までは実績値、平成27年、平成37年は推計値。推計値は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「2006年度 労働力需給の推計」における推計値（平
成27年：6,237万人、平成37年：5,835万人）、厚生労働省「医療・介護に係る長期推計」における推計値（平成27年：167万人、平成37年：237万人）を利用。 
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１．介護人材の状況 （３）介護人材の推移と見通し 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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１．介護人材の状況 （３）介護人材の推移と見通し 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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１．介護人材の状況 （４）介護人材の性別・年齢・就業形態等 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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１．介護人材の状況 （５）介護人材の賃金（常勤労働者） 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （１）有効求人倍率と失業率の動向 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （２）都道府県別有効求人倍率(平成25年3月) 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （３）離職率・入職率の状況 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （４）事業所ごとの離職率の状況 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （５）事業所規模別の離職率の状況 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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２．介護分野におけるマッチングの状況  
（６）直前の介護の仕事を辞めた(他の介護事業所へ転職した)理由 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （７）潜在ホームヘルパー（経験者）の入職理由と就業意向 

• 入職理由として「経営が健全であり、将来的に安定しているため」、「職員の人間関係が良さそうだったため」、「やりたい職種・
仕事内容であるため」といった理由を挙げた人の方が、就業意向が比較的高い。 

• 一方、入職理由として「家族や先生などの勧めや紹介があったため」、「実習先だったため」といった理由を挙げた人では、他の
理由と比較して「就きたくない」の割合が大きくなっている。 

図表 入職理由（最後に勤務した訪問介護事業所を選んだ理由）別の就業意向 
（入職理由は複数回答） 

注） 離職理由のN数は、潜在ホームヘルパー（経験者）1,179人のうち、当該離職理由を回答した人の数 

12.4

11.7

10.9

10.3

10.2

9.7

8.0

6.9

52.7

49.6

57.5

52.2

52.6

47.6

46.6

42.2

35.0

38.7

31.7

37.5

37.1

43.6

45.5

50.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営が健全であり、将来的に安定しているため(N=186)

職員の人間関係が良さそうだったため(N=111)

やりたい職種・仕事内容であるため(N=299)

必要とする収入が得られるため(N=143)

自分や家族の都合のよい時間（日）に働けるため(N=106)

通勤が便利なため(N=378)

家族や先生などの勧めや紹介があったため(N=88)

実習先だったため(N=116)

すぐにでも就きたい いつか就きたい 就きたくない

出典：日本総合研究所「平成22年度潜在ホームヘルパーの実態に関する調査研究」
（平成21年度老人保健健康増進等事業） 
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２．介護分野におけるマッチングの状況 （８）潜在ホームヘルパー（経験者）の離職理由と就業意向 

• 潜在ホームヘルパー（経験者）の離職理由は「仕事の内容が体力的・精神的に大変だったこと」「給与条件が悪かったこと」が
多い。 
「出産・育児」「転居」「家族等の介護・看護」を理由に離職した人の方が、今後の就業意向は高い。 

 

図表 離職理由別の就業意向 （離職理由は複数回答） 

3.7

4.5

6.0

10.5

2.8

13.5

9.4

3.8

10.8

7.1

8.5

10.3

17.1

42.9

42.9

42.5

43.4

46.8

65.1

48.6

42.5

51.0

55.3

38.3

46.2

37.1

40.0

53.4

52.6

51.5

46.2

50.4

21.4

42.1

53.8

38.2

37.7

53.2

43.6

45.7

45.714.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事の内容が体力的に大変だったため (N=324)

給与条件等が悪かったため (N=310)

仕事の内容が精神的に大変だったため (N=299)

責任が重すぎたため (N=143)

労働時間・休日等の労働条件が希望に合わなかったため
(N=141)

出産・育児のため (N=126)

職員間の人間関係がうまくいかなかったため (N=107)

介護・福祉職よりも他の職業にやりがいや魅力を感じたため
(N=106)

転居のため (N=102)

家族等の介護・看護のため (N=85)

派遣を依頼される件数が、希望する件数に満たなかったため
(N=47)

施設の介護職に移りたかったため (N=39)

法人の事業不振・人員整理等のため (N=35)

利用者やその家族との人間関係がうまくいかなかったため
(N=35)

すぐにでも就きたい いつか就きたい 就きたくない

注） 離職理由のN数は、潜在ホームヘルパー（経験者）1,179人のうち、当該離職理由を回答した人の数 

出典：日本総合研究所「平成22年度潜在ホームヘルパーの実態に関する調査研究」
（平成21年度老人保健健康増進等事業） 
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３．介護事業所の経営の状況 （１）従業者規模と雇用形態 

• 訪問介護サービスを提供する法人の法人種別は、民間企業が最も多く63.3％となっている。 

• １法人あたりの全従業者数で見ると、35.4％の法人が49人以下であり、1事業所あたりの介護サービス従事者数で見ると19人以
下の事業所が60.4％を占める。 

• 雇用形態で見ると、訪問介護員は他の職種と比較して非正社員の割合が大きく、83.3％が非正社員である。 

図表 サービスごとの法人種別 

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」 

図表 職種ごとの雇用形態 

図表 サービスごとの１法人あたり全従業者数 

図表 サービスごとの１事業所あたり介護サービス従事者数 
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３．介護事業所の経営の状況 （２）収支及び人件費率 

• 介護老人福祉施設、訪問介護事業所の費用における人件費（給与費）はそれぞれ57.5％、76.9％である。 

出典：厚生労働省「平成２３年介護事業経営実態調査」 
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３．介護事業所の経営の状況 （３）従事者の過不足感と採用方法 

• 平成22年度から平成23年度にかけて介護サービス従事者全体の不足感は強まっており、「大いに不足」、「不足」、「やや不足」の
いずれかを回答した事業所の割合は、2.2ポイント増加している。 

• ただし、訪問介護員は、他の職種と比べて不足感が大きく、「大いに不足」、「不足」、「やや不足」のいずれかを回答した事業所は
全体の64.3％である一方、「適当」と回答した事業所は全体の34.1％となっている。 

図表 職種別に見た介護サービス従事者の過不足感 図表 介護サービス従事者全体の過不足感 

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」 

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」 
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３．介護事業所の経営の状況 （４）従事者の処遇 

• 賃金支払形態について見ると、訪問介護員は時間給の割合が高く、介護職員は月給の割合が高い。 

• 実賃金の平均額について見ると、全体では一月あたり177,773円である。 

図表 介護サービス従事者の賃金支払形態 図表 介護サービス従事者の実賃金（平均） 

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」 

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」 
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例 
（１）職場の取組み状況と働く上での悩み、不安、不満の解消 「役立つと思う」 取組み 

• 従業員から見て「役立つと思う」取組みとして、「研修」や「健康診断」、「事故等への対応体制づくり」が上位に挙がっている。 

出典：(財)介護労働安定センター「平成２３年度介護労働実態調査」 
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （２）離職防止の取組みに対する重要度と達成度 

出典：日本介護経営学会「准市場としての介護保険制度における経営状況並びにマネジメントからみた介護サービスの質の向上等に関する調査研究事業報告書」（平成23年度老人保健健康増進等事業）
を基に日本総研作成 

注：2011年12月末時点でWAMネットに登録している介護保険施設のうち1,000件を無作為抽出して実施したもの。回収率18.5％。 

• 「介護職員の離職防止策」として介護保険施設管理者（施設長）が「重要」と考えるものは、「介護職間の関係が良好であること」
（4.7ポイント）、「介護職と利用者との関係が良好であること」（4.6ポイント）である。 

• 介護保険施設管理者（施設長）が「重要」と考えるもののうち、「達成」状況が低い（重要度平均値－達成度平均値が大きい）のは
「管理職研修によりリーダーシップを備えた中間管理職を育成すること」（1.1ポイント）、「介護職間の関係が良好であること」（1.0
ポイント）である。 

平均値 最頻値 標準偏差 平均値 最頻値 標準偏差

1 給料が他社に比べると高いこと 4.1 4.0 0.7 3.3 4.0 0.8 0.8

2 介護福祉士や社会福祉士等の資格手当制度があること 4.1 4.0 0.7 3.6 4.0 1.1 0.5

3 残業が少なく、労働時間が短いこと 3.8 4.0 0.9 3.5 4.0 0.9 0.3

4 夜勤回数が少ないこと 3.5 3.0 0.8 3.2 3.0 0.7 0.3

5 妊娠中には夜勤に入らないで済むような体制が整っていること 4.5 5.0 0.7 4.2 5.0 0.9 0.3

6 妊娠中には入浴介助などの介護業務から外すこと 4.4 5.0 0.7 4.2 5.0 0.9 0.2

7 産前産後の休暇を取りやすい仕組みを作っていること 4.2 4.0 0.8 4.0 5.0 0.9 0.2

8 産前産後の休暇を取りやすい仕組みを作っていること 4.2 4.0 0.8 4.0 5.0 0.9 0.2

9 介護福祉士取得のために支援体制を整えていること 4.0 4.0 0.9 3.6 4.0 1.0 0.4

10 管理職が経営理念や方針を常に職員に伝えていること 4.4 5.0 0.7 3.8 4.0 0.8 0.6

11 管理職研修によりリーダーシップを備えた中間管理職を育成すること 4.5 5.0 0.7 3.4 4.0 1.0 1.1

12 管理職がこまめに介護職員にねぎらいの言葉をかけていること 4.3 5.0 0.7 3.6 4.0 0.9 0.7

13 利用者のケア方針を検討する会議を定期的に行っていること 4.4 5.0 0.8 4.1 4.0 0.8 0.3

14 新人職員の研修体制を整えていること 4.5 5.0 0.7 3.8 4.0 1.0 0.7

15 介護職と利用者との関係が良好であること 4.6 5.0 0.6 3.9 4.0 0.7 0.7

16 介護職間の関係が良好であること 4.7 5.0 0.5 3.7 4.0 0.8 1.0

17 管理職と介護職の関係が良好であること 4.4 5.0 0.7 3.6 4.0 0.8 0.8

18 利用者の要介護状態が軽いこと 2.6 3.0 0.9 2.7 3.0 0.8 -0.1

19 医療的ケアの必要なケースで介護職と看護職との連携が取れていること 4.5 5.0 0.6 3.6 4.0 1.0 0.9

20 忙しい時には職種を超えて介護職のサポートに入れる体制があること 4.2 4.0 0.8 3.5 4.0 1.0 0.7

重要度 達成度

質問項目
重要度平均値
－達成度平均

値

図表 介護保険施設管理者が考える、介護職員の離職防止策の重要度および達成度 
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （３）人材定着の取組みに対する実施状況と従業員満足度 

出典：日本介護経営学会「准市場としての介護保険制度における経営状況並びにマネジメントからみた介護サービスの質の向上等に関する調査研究事業報告書」（平成23年度老人保健健康増進等事業）
を基に日本総研作成 

注：WAMネットに登録している訪問介護事業者のうち、関東の一都六県678か所に郵送して実施したもの。経営者の回収率28％、常勤・訪問介護員の回収率28％、非常勤・訪問介護員の回収率25％。 

• 訪問介護事業における人的資源管理の取組として、経営者が力を入れているものの職員の満足度が低いのは、衛生要因では
「会社の方針と管理体制」、「職員の生活」、「職員の保障」、動機づけ要因では「職員が成長する取り組みをつくること」である。 

 

 

図表 訪問介護事業における人材定着の取組みに対する実施状況と従業員の満足度 

（衛生要因） （動機づけ要因） 
（件） 

（件） 
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４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （４）人材採用・育成・定着の取組みの例 

具体例 

人材採用 ・求人に際して求人票に加え、スタッフ作成のパンフレットやDVDを同封 

・HPやテレビCMの実施 

・会社説明会の開催、大手就職活動ポータルサイトへの掲載 

・事前の実習期間（1か月）に社内で実施する2級ヘルパー養成講座を活用 

・潜在能力の高い未経験者を対象に採用活動を行い、会社負担で資格取得・スキル向上を支援 など 

人材育成 ・新卒採用を幹部候補生として育成、早期に事業所長の経験を付与 

・OJTを基本とした社員教育を実施（評価項目やキャリアパスの明示化） 

・事業所内のコミュニケーションの充実（朝の3分スピーチの実施、社長による社員対象の勉強会） など 

人材定着 ・非常勤職員の時給の見直し 

・勤続実績に基づく評価・昇給の仕組みの構築 

・立ち寄りやすいステーションづくりなど登録ヘルパーのきめ細かなフォロー体制構築 

・両立支援制度や短時間勤務制度など、WLBに配慮した就労の仕組みの構築  など 

• 新規に人材を獲得する際には、他所との差別化を図れるような媒体の活用や積極的な情報公開などが有効な工夫とされている。 

• 人材育成、定着に関しては、職員の働きがい及び働きやすさを重視した職場環境や制度の構築が実施されている。 

出典：社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター「介護職員の定着支援 実践事例集」（平成22年3月）、全国社会福祉法人経営者協議会「経営実践事例集」、株式会社浜銀
総合研究所「在宅介護サービス事業者における優れた経営マネジメントの構築プロセスに関する調査研究事業」（平成22年度老人保健健康増進等事業）を基に日本総研作成 



４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （５）事例＜人事管理・労務管理＞ 

24 出典：経済産業省シンポジウム「成長分野を拓く人材のキャリアチェンジと多様な人材の活躍による事業展開の新たな可能性」（平成25年3月）参考資料、社会福祉法人 全国社会
福祉協議会 中央福祉人材センター「介護職員の定着支援 実践事例集」（平成22年3月）、全国社会福祉法人経営者協議会「経営実践事例集」を基に日本総研作成 

● 取組み概要 

・平成19年の中堅職員の大量退職を機に、「人材確保のための環境
整備に関するアンケート」を実施。その結果、労働条件への強い不
満を抱いていること、特に子育て支援について時間単位での有給
取得などの現実的な支援策を希望していることが明らかとなった。 

・そこで、次世代育成支援対策推進法に基づき、「一般事業主行動
計画」を策定。その際、育児や家族介護を行っている職員等から成
る「両立支援委員会」を設け、職員の声を反映した両立支援制度
を作り上げた。 

・資金については、平成２１年度に介護報酬の改定で得られた増収、
及び（財）２１世紀職業財団の「両立支援レベルアップ助成金制度」
の活用で確保した。 

 

● 具体的取組み（両立支援制度） 

・年次有給休暇：時間単位での取得可 

・スクールイベント休暇：子どもの行事参加のための有休を優先取得。
勤続１年以上の親・祖父母対象 

・再雇用制度：妊娠・出産・育児・介護による退職者を、退職時と同
条件で再雇用 

・リフレッシュ休暇・手当：勤続３年、５年、10年、以降５年ごとに手当
と有休を与える 

・育児休業・育児短時間：満３歳に達する日まで など 

・ニューパパサポート休暇：妻が出産した職員対象（満３歳に達する
月まで） 

法人設立年 昭和56年 

運営サービス種別 特別養護老人ホーム、短期入所など 

施設・事業所数 3 

職員数 正規職員／60名、非正規職員／9名 

● 取組み概要 
・訪問介護員一人ひとりの利用者に向けた着実な行動を支える「モチ
ベーションを高める経営」を目指すことと同時に、介護人材が自分自
身のキャリア形成を考えていける環境を構築することを、経営者の責
務とし、総合的な人材マネジメント戦略を構築している。 

・人材マネジメントに関する施策としては下記の4点。 
 「① 目標管理にもとづく戦略貢献の評価による目標達成の支援の
仕組み作り、セルフマネジメント能力の向上を進める。」 
「② エンプロイアビリティ• （人材価値）の向上をねらいとした人事
ローテーションや選抜教育制度に基づくリーダー人材の育成」 
「③ 納得性の高い評価・処遇制度への改善とフィードバックによる従
業員支援」 
「④ キャリア開発支援の制度の開発と社内管理者のコーチング・、メ

ンタリング能力の開発、タイムマネジメント教育体制の向上による就
労環境の向上」 

 

● 具体的取組み（総合的なHRMによる人材獲得・育成） 
・職務役割基準に基づく評価を月例給へ、目標管理制度に基づく評
価を賞与へそれぞれ反映する、納得性の高い評価処遇制度を構築。 

・各部門間のローテーションを行いながらキャリアアップを進める社内
人材育成システムを構築。目標設定と課題のフィードバックを行うこ
とで、主体性の高いOJTとOff-JTの実施を支援し、各人のスキル
アップとリーダー育成を図る。 

・職務役割基準の明確化や、キャリアビジョンシートによる本人希望と
会社期待の擦りあわせによって、中長期視点での人材採用や育成
に成功。介護福祉経験者に依存することなく、毎年50名の新卒、
120～150名の中途採用を実現している。 

法人設立年 平成5年 

運営サービス種別 居宅介護支援、訪問介護など 

施設・事業所数 ー 

職員数 約4,900名（うち非常勤4,000名） 

社会福祉法人 津山福祉会（岡山県） 株式会社やさしい手（東京都） 



４．魅力ある職場づくりの工夫の例 （５）事例＜人材確保・育成のための諸制度＞ 

25 出典：社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター「介護職員の定着支援 実践事例集」（平成22年3月）、全国社会福祉法人経営者協議会「経営実践事例集」、株式会社浜銀
総合研究所「在宅介護サービス事業者における優れた経営マネジメントの構築プロセスに関する調査研究事業」（平成22年度老人保健健康増進等事業）を基に日本総研作成 

● 取組み概要 

・昭和52年の特養開設をきっかけに毎年大勢の
新人職員を採用することになり、人材の質を一
定の水準に保つため、「新任職員研修」と
「チューター制度」を組み合わせた教育を導入。  

・当法人の「介護のスタンダード」といえる「指導
指針」（心構えや介護技術など最低限身に付
けるべき項目、500項目以上）に基づいて、目
標の設定、及び職場全体での教育を実施。 

・後輩に教える立場になることで振り返りを行い、
チューターである若手職員の育成にもつながる。 

 

● 具体的取組み（チューター制度） 

・採用後1年間、マンツーマンで入職2～3年目
の若手職員がつき、OJTと面談（3回）、研修
ノートでのやり取りを組み合わせて指導する。 

・チューターの負担軽減のため、業務時間内に
はこなせない面談などを残業扱いにするなどの
工夫を実施。 

 

 

 

 

法人設立年 昭和27年 

運営サービス種別 特別養護老人ホーム、
軽費老人ホームなど 

施設・事業所数 30 

職員数 正規職員／202名 
非正規職員／435名 

● 取組み概要 

・平成18年に法人本部の事務局機能を独立さ
せ、人事や教育、会計などを法人として一本
化。法人全体としての理念を体現しやすくなり、
特に「マンパワーのプール」によって人材の適
性配置が可能となった。 

・必要に応じた人員配置により、仕事の効率性
や働きやすさが向上。平成20年時点で正規職
員の離職率は1％、非正規職員をあわせても
9％と極めて低い数値となった。 

・職員の資格取得支援のため、法人内で養成研
修を実施。職員に加え、求職者も対象に行うこ
とで、優秀な人材の採用にもつながっている。 

 

● 具体的取組み（未経験者の採用・育成） 

・夜間と土・日に実施する「訪問介護員２級養成
講座」：地域住民や無資格の職員が参加。介
護業界を目指す人材を広く支援することで、法
人のブランドイメージも向上。 

・教育研修室を新設し、研修マネジメントを専任
担当者が実施。講師は自法人の職員のほか、
連携する法人からも派遣してもらう。 

 

 法人設立年 昭和54年 

運営サービス種別 特別養護老人ホーム、 
短期入所など 

施設・事業所数 36 

職員数 正規職員／２７１名 
非正規職員／１５２名 

社会福祉法人 至誠学舎立川至誠
ホーム（東京都） 

社会福祉法人つばめ福祉会（新潟県） 

● 取組み概要 

・「日本の介護業界の変革と創造」を掲げ中小
企業家同友会に属する代表が、徹底した利
用者ニーズの追求を実施。ガラス張りのリハビ
リ室や統一感あるインテリアなど、介護施設の
イメージを覆すハード・ソフトを構築する。 

・イニシャルコストをかけても高付加価値のサー
ビス提供を優先し、利用者の満足度を高める
ことで稼働率を高め収益を確保している。 

 

● 具体的取組み（多様なPR媒体と柔軟な組
織風土構築） 

・求人に際しては求人票に加え、施設紹介のパ
ンフレットとDVDを同封。また上場企業並みの
ホームページやテレビCMも作成し、“楽しそう、
面白そうなイメージ”を前面にPRし人材獲得
に努めている。 

・多様なサービスを提供したいという職員の要
望を基にデイサービスやグループホームへの
事業展開を実現させていくなど、職員の声を
重視し経営に反映。結果、職員の意欲も高ま
り、質の高いサービス提供につながっている。 

 

 法人設立年 平成2年 

運営サービス種別 通所介護、居宅介護支援など 

施設・事業所数 15 

職員数 220名（非常勤含む） 

株式会社アール・ケア（岡山県） 
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５．都道府県の取組みの例 （１）広島県における介護人材確保・定着に向けた取組 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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５．都道府県の取組みの例 （２）京都府における介護人材確保・定着に向けた取組 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 
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６．介護職員の処遇改善等に関する現行制度 

出典：社会保険審議会介護保険部会（第45回）資料 



 
Ⅱ．基本的な考え方と論点（案） 



１．基本的な考え方 

○  介護職員について社会保障・税一体改革では、今後サービス量の増加に伴い、149
万人から2025年には237～249万人まで増加させることを前提として推計されており、
介護人材の確保に努めることが必要である。 

  

○  しかしながら、職員の離職率が他の産業に比べて高い、平均賃金が他の職種に比
べて低い等の問題が指摘されており、職場環境の改善、キャリアパスの構築、処遇改
善等が求められている。 

  

○  この中では、まず、事業主が職場環境の改善等の定着促進の取組や新規職員の確
保に関する取組を積極的に推進することが必要ではないか。 

  また、事業主が取組を進めるためには、具体的には、以下の論点についてあらかじ
め整理しておくことが必要ではないか。 
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２．論点（案） 

（１）職場環境の改善等の定着促進の取組に関する論点（案） 

• 職員が意欲高く働き続けるために、どのような魅力ある職場づくりが期待されるか 

• 魅力ある職場づくりを実現し、職員の定着を促進するためにどのような経営（人材マネ
ジメント）の工夫が必要か 
（職場環境、キャリア設計、研修や相談の体制、褒賞・顕彰、処遇等） 

• 事業者が上記のような経営の工夫を推進するために、行政や団体等によるどのような
支援が必要か 

• 現行制度において、上記の工夫に取り組むことに対するディスインセンティブは無いか 

 

（２）新規職員の確保に関する論点（案） 

• 魅力ある職場を選んでもらうために、求職者にどのような情報提供を行い、どのような
機会(職場見学等)を与えることが望まれるか。またこれらの情報等はどのような手段
で伝達されることが望まれるか 
(学生等新卒者への働きかけ、潜在的に介護職へ就く可能性がある層への働きかけ) 

• 求職者の魅力ある職場の選択が妨げられているとすればその要因は何か、またそれ
を解決するにはどのような工夫が必要か 

• 上記のような工夫を推進するために、国・自治体・団体・事業者等のそれぞれの役割
分担をどのようにすべきか 
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２．論点（案） 

• 事業主の取組については、事業主団体の支援が必要なことに加えて、地方公共団体
が積極的な支援を行う必要があるのではないか。特に都道府県は広域的な観点から
事業主に積極的に働きかけるなどして取組を進めるべきではないか。 
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(参考) 事業主の取組として考えられる例 
・ 法人・事業所との目標設定・評価とそれに基づく個人の目標設定・評価 
・ 入職時における法人の理念の共有等のための研修など積極的な職場内研修の実施 
・ 外部で実施される研修への積極的な参加の推奨など受講支援 
・ 第三者評価制度の積極的活用やＩＳＯの導入など外部機関の評価の積極的な活用 
・ 新人職員１人１人に対して先輩職員を教育係とする(エルダ―制度、チューター制度等)など社内教育制度の充実 
・ 職員がケアや職場環境等を議論できるよう法人・事業所内に課題毎の委員会の立ち上げ 
・ ボランティアを積極的に受けいれる等地域に開かれた施設・事業所とすること 
・ キャリアパスを構築しやすくするため事業の大規模化や地域の法人が共同で事業を行うこと 
・ 介護機器や福祉用具の積極的な活用 
・ 法人・施設のホームページの作成 
・ 新規学卒者向けの専用パンフレットの作成 
・ 職員による地域の高校での出前講義の実施 

(参考) 地方自治体の取組として考えられる例 
・ 都道府県が介護人材の需給推計を行うなど介護人材に係る基礎的なデータの整備 
・ 研修等を通じた地域の介護人材のネットワークの構築の推進 
・ 関係機関・関係団体が集まった情報交換・意見交換の場の設定 
・ 法人・事業所へのキャリアパスの導入支援 
・ 介護職のイメージアップ向上等のための小・中・高・大への積極的な働きかけ 
・ 主婦など潜在的に介護職に就く可能性がある層への積極的な働きかけ 
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